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阿
片
と
日
華
賠
償
問
題

熊

野

直

樹

は
じ
め
に

一

奉
天
の
ナ
チ
阿
片
と
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え

一
）
奉
天
の
ナ
チ
阿
片

二
）
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え

三
）
唐
津
（
呼
子
港
）
に
密
輸
さ
れ
た
阿
片
の
ゆ
く
え

二

日
華
賠
償
問
題
の
展
開
と
阿
片

一
）
日
華
賠
償
問
題
の
展
開

二
）
略
奪
財
産
と
し
て
の
阿
片
と
中
華
民
国

三

通
商
産
業
省
と
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
に
よ
る
阿
片
売
買
交
渉

一
）
交
渉
の
経
緯

二
）
阿
片
売
買
契
約
成
立

四

中
華
民
国
に
よ
る
対
日
賠
償
請
求
放
棄
と
国
際
麻
薬
条
約

一
）
対
日
賠
償
請
求
の
条
件
付
き
放
棄
の
正
式
表
明
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二
）
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え
と
国
際
麻
薬
条
約

お
わ
り
に

は

じ

め

に

本
論
は
、
麻
薬
と
戦
争
賠
償
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
阿
片
・
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
と
日
本
・
中
華
民
国
間
の
賠
償
問
題
（
以
下
、
日
華
賠
償
問

題
と
略
記
）
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
る
。

二
〇
一
五
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
七
〇
周
年
を
迎
え
た
が
、
近
年
、
こ
の
戦
争
と
麻
薬
と
の
関
係
に
対
す
る
関
心
が
強
ま
っ
て
い

る１
）。

そ
の
な
か
で
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
オ
ー
ラ
ー
の
研
究２

）は
、
二
つ
の
点
で
注
目
に
値
す
る
。
一
つ
が
、
ヒ
ト
ラ
ー
（A

d
o
lf H

itler

）
が

麻
薬
中
毒
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
彼
の
侍
医
モ
レ
ル
（T

h
eo
d
o
r M

o
rell

）
の
カ
ル
テ
の
分
析
を
通
じ
て
実
証
し
た
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ

が
、
ド
イ
ツ
の
対
フ
ラ
ン
ス
戦
に
お
い
て
ド
イ
ツ
兵
た
ち
は
大
量
に
覚
醒
剤
（P

erv
itin

）
を
投
与
さ
れ
て
お
り
、
電
撃
戦
と
覚
醒
剤
と
は

密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
よ
る
戦
争
と
麻
薬
と
の
密

接
な
関
係
が
強
調
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
モ
ム
ゼ
ン
は
「
ナ
チ
帝
国
の
台
頭
と
没
落
に
際
し
て
麻
薬
が
果
た
し
た
役
割

を
今
ま
で
歴
史
学
者
と
医
学
者
は
な
お
ざ
り
に
し
て
き
た３

）」
と
適
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
モ
ム
ゼ
ン
の
指
摘
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
だ

け
で
な
く
、
日
本
及
び
「
満
洲
国
」
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
と
い
え
よ
う
。

事
実
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
日
本
及
び
「
満
洲
国
」
に
お
け
る
麻
薬
の
役
割
は
、
一
部
の
歴
史
学
者
を
除
い
て４

）、
十
分
に
は
注
目
さ
れ

て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
麻
薬
の
役
割
に
注
目
し
た
歴
史
学
者
の
研
究
の
関
心
は
主
に
戦
時

中
で
あ
り
、
戦
後
に
つ
い
て
は
関
心
が
薄
い
の
が
現
状
で
あ
る５

）。
本
論
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
戦
後
の
戦
争
賠
償
に
お
い
て
麻
薬
が
重
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要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

戦
中
・
戦
後
の
欧
亜
関
係
に
お
い
て
麻
薬
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
「
満
洲
国
」
及
び
日
本
と
の
間
で
麻
薬
の
交
易
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
特
に
一
九
四
四
年
六
月
一
七
日
に
第
四
次
「
満
」
独
協
定
が
調
印
さ
れ
、
「
満
洲
国
」
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
へ
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ

を
輸
出
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た６

）。
ま
た
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
購
入
し
た
阿
片
（
以
下
、
ナ
チ
阿
片
と
表
記
）
を
ド
イ
ツ
降
伏
時
、
奉
天

（
現
瀋
陽
）
に
一
〇
ト
ン
、
神
戸
に
四
ト
ン
保
管
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
に
お
い
て
、
阿
片
や

そ
の
売
上
金
が
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（G

en
era

l H
ea
d
q
u
a
rters

 
o
f
 
th
e
 
S
u
p
rem

e
 
C
o
m
m
a
n
d
er
 
fo
r
 
th
e
 
A
llied

 
P
o
w
ers ：

以
下
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
略
記
）
や
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
（D

o
u
g
la
s M

a
cA
rth
u
r

）
に
流
れ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
筆
者
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
主
導

の
下
、
神
戸
の
ナ
チ
阿
片
四
ト
ン
が
通
商
産
業
省
に
売
却
さ
れ
、
そ
の
売
上
金
五
三
、
二
七
八
・
九
九
米
ド
ル
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
管
理
す

る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
テ
ィ
ー
・
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（N

a
tio
n
a
l C
ity B

a
n
k o

f N
ew
 
Y
o
rk

）
の
「
三
カ
国
受
託
勘
定
（
ド

ル
）

T
rip
a
rtite T

ru
stee A

cco
u
n
t

﹇D
o
lla
rs

﹈）」
に
送
金
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た７

）。

そ
の
一
方
で
、
筆
者
は
奉
天
の
ナ
チ
阿
片
一
〇
ト
ン
が
関
東
軍
に
引
渡
さ
れ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
関
東
軍
所
有
と
な
っ
た
奉

天
の
ナ
チ
阿
片
の
ゆ
く
え
は
、
現
段
階
の
史
料
状
況
で
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
今
回
、
関
東
軍
が
所
有
し
た
阿
片
と
日
本
が
戦
時

中
に
中
国
大
陸
か
ら
持
ち
込
ん
だ
阿
片
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
関
東
軍
所
有
の
阿
片
と
戦

時
中
に
日
本
が
中
国
か
ら
持
ち
込
ん
だ
阿
片
の
戦
後
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

こ
れ
ら
の
阿
片
の
多
く
は
、
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
押
収
さ
れ
た
。
押
収
さ
れ
た
阿
片
は
、
大
日
本
製
薬
株
式
会
社
、
三
共
株
式
会
社
、

武
田
薬
品
工
業
株
式
会
社
の
三
カ
所
の
工
場
に
厳
重
に
保
管
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
保
管
さ
れ
た
阿
片
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
阿
片
の
戦
後
の
ゆ
く
え
は
戦
後
史
の
謎
と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
等
で
さ
ま
ざ
ま
な
証
言
や
憶
測
が
な
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
決
定
的
な
証
拠
史
料
の
欠
落
に
よ
っ
て
詳
細
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
管
見
の
限
り
、
歴
史
研
究
に

阿片と日華賠償問題（熊野）

（83-３- ）345 79



お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。

そ
う
し
た
な
か
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
研
究
上
の
空
白
を
埋
め
る
一
連
の
史
料
を
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
が
所
蔵
す
る
日
本
占
領
関

係
資
料
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
╱
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
文
書
に
お
い
て
「
発
見
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
い
て
、
戦
後
史
の
謎

を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
論
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
戦
時
中
に
日
本
が
中
国
大
陸
か
ら
持
ち
込
ん
だ
阿
片
は
、
中
華
民
国
に
よ
っ
て
略
奪
財
産
と
し
て
見
な

さ
れ
、
そ
の
返
還
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
際
の
返
還
要
求
先
は
こ
れ
ら
を
管
理
し
て
い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
あ
っ
た
。
当
初
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
返
還
に
は

応
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
阿
片
が
「
有
害
な
性
質
」
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
中
華
民
国
へ
の
返
還
に

応
じ
、
し
か
も
、
そ
の
返
還
さ
れ
た
阿
片
を
日
本
政
府
に
売
却
す
る
こ
と
も
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
体
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
ら
の
背
景
に
は
、
当
時
交
渉
中
で
あ
っ
た
日
華
賠
償
問
題
が
存
在
し
た
。
し
か
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
阿
片
を
中
華
民
国
に
返
還
し
、
そ
れ
を
日

本
政
府
に
購
入
さ
せ
た
背
景
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
請
求
放
棄
に
対
す
る
中
華
民
国
政
府
（
以
下
、
国
民
政
府
と
表
記
）
に
よ
る
根

強
い
反
発
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
が
中
間
賠
償
か
ら
賠
償
請
求
放
棄
へ
と
転
換
す
る
な
か
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
阿
片
の
中

華
民
国
へ
の
返
還
と
日
本
へ
の
売
却
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
阿
片
と
日
華
賠
償
問
題
に
つ
い
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
中
華
民
国
と
日
本
と
の
関
係
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
一
九
五
一
年
一

月
の
中
華
民
国
に
よ
る
対
日
賠
償
請
求
の
条
件
付
き
放
棄
の
正
式
表
明
に
至
る
ま
で
を
考
察
し
て
い
き
た
い８

）。
以
上
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で

謎
と
さ
れ
て
き
た
阿
片
の
戦
後
の
ゆ
く
え
の
一
端
を
戦
争
賠
償
と
の
関
係
の
な
か
で
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
論
の
主
た
る
目
的

で
あ
る
。

論 説
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一

奉
天
の
ナ
チ
阿
片
と
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え

（
一
）
奉
天
の
ナ
チ
阿
片

一
九
四
五
年
五
月
八
日
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
無
条
件
降
伏
を
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
経
済
使
節
団

（D
eu
tsch

e W
irtsch

a
ftsd

eleg
a
tio
n

）
代
表
の
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
（H

elm
u
th W

o
h
lth
a
t

）
は
、
同
年
五
月
一
二

日
に
外
務
省
戦
時
経
済
局
長
澁
澤
信
一
と
話
し
合
い
を
行
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
五
月
一
六
日
付
で
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト

は
、
澁
澤
宛
に
書
簡
を
送
付
し
、
一
九
四
五
年
二
月
二
八
日
時
点
に
お
け
る
ド
イ
ツ
滞
貨
（
ド
イ
ツ
が
東
ア
ジ
ア
各
地

で
買
い
付
け
た
重
要
物
資
で
、
ド
イ
ツ
へ
輸
送
で
き
ず
に
保
管
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
側
保
有
の
物
資
）
の
概
況
に
つ
い

て
詳
細
な
表
を
添
付
し
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
は
、
阿
片
に
つ
い
て
も
報
告
を
し
て

お
り
、
そ
の
保
管
場
所
を
表
に
し
た
の
が
表
１
で
あ
る９

）。

表
１
の
よ
う
に
大
戦
末
期
に
は
、
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
の
阿
片
三
三
・
七
ト
ン
が
東
ア
ジ
ア
の
各
地
で
保
管
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
表
１
の
な
か
で
「
満
洲
国
」
に
お
い
て
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
の
阿
片
が
保
管
さ
れ
て
い
た
場
所
が
、
奉
天

で
あ
っ
た
。
奉
天
の
阿
片
一
〇
ト
ン
は
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
に
よ
る
と
第
四
次
「
満
」
独
協
定
に
よ
っ
て
引
渡
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た10

）。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
奉
天
に
保
管
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
の
阿
片
の
ゆ
く
え
を
追
っ
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

奉
天
の
阿
片
一
〇
ト
ン
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
降
伏
後
日
本
側
に
引
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
に

よ
る
と
、
こ
の
奉
天
の
阿
片
は
第
四
次
「
満
」
独
協
定
に
基
づ
い
て
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
（R

o
g
es
 
H
a
n
d
elsg

esell-

sch
a
ft G

.m
.b
.H
.,
B
erlin

）
の
契
約
の
下
、
奉
天
の
カ
ル
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
商
会
（C

a
rlo
w
itz

&
C
o
.

）
が
主
導
す
る

表１：1945年２月28日時点での阿片の保管場所とその量（トン)

日本 潜水艦上 昭南 ペナン ジャカルタ スラバヤ バンコク サイゴン 上海 奉天

4 4 14 - 0.2 1.5 - - - 10

出典：熊野直樹「ナチ阿片・交易営団・GHQ―第二次世界大戦末期のドイツ滞貨のゆくえ―」

『法政研究』第81巻第３号、2014年、213頁、表３より転載。
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在
「
満
」
の
「
阿
片
リ
ン
グ
（O

p
iu
m
rin
g

）」
に
買
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
奉
天
の
阿
片
は
、
ド
イ
ツ
降
伏
後
約
一
カ
月
後
に

「
満
洲
国
」
の
関
東
軍
が
引
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た11

）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
六
月
七
日
付
の
澁
澤
か
ら
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
宛
の

書
簡
が
次
の
よ
う
に
明
確
に
伝
え
て
い
る
。

〔
…
〕
在
本
邦
獨
側
保
有
物
資
ノ
引
受
方
ニ
關
シ
通
報
致
置
キ
候
處
今
般
更
ニ
在
滿
關
東
軍
當
局
ニ
於
テ
ハ
五
月
十
七
日
附
貴
信
附
屬

品
目
表
所
掲
ノ
奉
天
ニ
保
管
中
ノ
阿
片
約
一
〇
瓲
ヲ
引
受
ク
ル
コ
ト
ト
致
候
ニ
付
貴
方
關
係
者
ニ
右
ノ
趣
旨
御
傳
達
相
成
度
此
段
通
報

旁
得
貴
意
候

敬
具

昭
和
二
十
年
六
月
七
日

外
務
省

時
經
濟
局
長

澁

澤

信

一

獨
逸
經
濟
使
節
團

『
ス
タ
ー
ツ
ラ
ー
ト
、
ウ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
』

貴
下12

）」

そ
の
後
、
六
月
十
五
日
に
陸
軍
省
軍
務
課
か
ら
外
務
省
戦
時
経
済
局
第
二
課
長
宛
に
「
在
本
邦
独
側
保
有
物
資
ノ
活
用
ノ
件
」
と
題
す

る
、
以
下
の
書
簡
が
送
付
さ
れ
て
い
る
。

「
首
題
ノ
件
五
月
十
九
日
打
合
ノ
分
及
六
月
七
日
戦
経
ニ
秘
合
第
二
三
八
号
ノ
分
共
陸
軍
ト
シ
テ
全
部
利
用
改
度
ニ
付
至
急
取
計
相
成

度追
テ
戦
経
二
秘
合
第
二
三
八
号
中
、『
カ
ノ
コ
サ
ウ
根
〔
…
〕
阿
片
〔
…
〕
パ
ン
ト
ポ
ン
』
等
ハ
陸
軍
ニ
於
テ
独
側
商
社
ト
打
合
セ
防

衛
分
散
セ
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
付
申
添
フ13

）」

以
上
の
よ
う
に
、
在
「
満
」
の
関
東
軍
が
引
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
阿
片
は
、
ド
イ
ツ
側
の
商
社
と
打
ち
合
わ
せ
て
「
防
衛
分
散
」
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
奉
天
の
ナ
チ
阿
片
を
始
め
関
東
軍
が
引
受
け
た
阿
片
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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（
二
）
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え

現
在
の
史
料
状
況
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
側
商
社
と
打
ち
合
わ
せ
て
「
防
衛
分
散
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
奉
天
の
ナ
チ
阿
片
一
〇
ト
ン

の
ゆ
く
え
は
不
明
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
一
部
は
終
戦
間
際
に
通
化
に
集
積
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時

「
満
洲
国
」
総
務
庁
次
長
で
あ
っ
た
古
海
忠
之
は
、
戦
後
、
関
東
軍
の
阿
片
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
興
味
深
い
証
言
を
行
っ
て
い
る
。
彼
に
よ

る
と
、
一
九
四
五
年
七
月
に
関
東
軍
第
四
課
が
「
満
洲
国
」
民
生
部
に
対
し
て
、
新
京
（
現
長
春
）
周
辺
に
貯
蔵
さ
れ
た
阿
片
を
全
部
関
東

軍
に
引
渡
す
よ
う
に
要
請
し
た
と
い
う
。
古
海
が
軍
の
意
図
を
糺
し
た
と
こ
ろ
、
通
化
に
備
蓄
す
る
た
め
だ
と
答
え
た
と
い
う
。
そ
こ
で
古

海
は
関
屋
悌
蔵
民
生
部
次
長
に
全
部
阿
片
を
引
渡
す
よ
う
に
指
示
し
た
。

こ
う
し
て
関
東
軍
に
引
渡
し
た
阿
片
は
莫
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

関
東
軍
は
こ
の
阿
片
を
広
く
大
き
い
正
面
玄
関
に
積
み
上
げ
た
。
ま
さ
に
異
観
で
あ
っ
た
」
と
古
海
は
回
顧
し
て
い
る14

）。

と
こ
ろ
が
、
一
九
四
五
年
八
月
九
日
未
明
に
、
突
如
ソ
連
軍
が
侵
攻
を
開
始
し
た
た
め
、
関
東
軍
司
令
部
は
同
日
ト
ラ
ッ
ク
に
阿
片
を
満

載
し
て
通
化
に
向
か
わ
せ
た
が
、
襲
撃
を
受
け
て
運
転
手
は
射
殺
さ
れ
、
阿
片
は
全
部
奪
い
去
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
阿
片
の
通
化

輸
送
は
中
絶
し
た15

）。
奉
天
の
ナ
チ
阿
片
も
「
防
衛
分
散
」
さ
れ
た
後
、
通
化
に
集
積
さ
れ
た
か
、
な
い
し
は
通
化
に
向
け
て
輸
送
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
日
本
は
全
面
降
伏
し
、
こ
れ
を
受
け
て
同
月
一
八
日
「
満
洲
国
」
は
皇
帝
の
退
位
と
同
時
に
解
散
を
決
定
し

た
。
そ
れ
で
は
、
新
京
に
集
積
さ
れ
た
関
東
軍
の
阿
片
は
戦
後
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
古
海
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。私

は
何
処
か
分
り
に
く
い
所
に
穴
を
掘
っ
て
埋
め
る
ほ
か
な
い
、
ど
こ
が
よ
い
か
と
い
ろ
い
ろ
相
談
し
た
結
果
、
岩
田
〔
公
六
郎
＊

古
海
の
腹
心
〕
が
現
在
下
宿
し
て
い
る
満
洲
国
官
吏
消
費
組
合
の
家
族
寮
に
は
今
は
誰
も
い
な
い
し
、
裏
通
り
で
静
か
だ
と
い
う
。
よ

し
、
そ
こ
が
よ
い
。
そ
の
寮
一
階
の
床
下
を
掘
り
下
げ
て
埋
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
か
わ
い
そ
う
に
岩
田
以
下
三
人
は
徹
夜
で
穴
を
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掘
り
、
夜
明
け
ま
で
に
大
部
分
の
阿
片
を
埋
め
て
し
ま
っ
た
。
な
お
、
残
っ
た
阿
片
は
仕
方
が
な
い
の
で
、
使
っ
て
い
な
い
近
所
の
防

空
壕
と
私
の
家
に
二
つ
あ
っ
た
防
空
壕
を
つ
ぶ
し
て
全
部
埋
め
た
。
こ
う
し
て
関
東
軍
関
係
の
阿
片
の
始
末
も
一
応
片
づ
き
、
恥
ず
か

し
い
思
い
を
せ
ず
に
済
ん
だ
こ
と
は
せ
め
て
も
の
慰
め
で
あ
っ
た16

）」。

古
海
に
よ
る
と
、
通
化
へ
の
輸
送
が
中
断
し
、
新
京
に
集
積
さ
れ
た
関
東
軍
の
阿
片
は
「
満
洲
国
官
吏
消
費
組
合
」
の
家
族
寮
一
階
の
床

下
に
埋
め
、
残
り
の
阿
片
は
使
わ
れ
て
い
な
い
近
所
の
防
空
壕
と
古
海
の
家
に
あ
っ
た
二
つ
の
防
空
壕
に
埋
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
古
海
は
、

後
日
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、〔
…
〕
大
量
の
阿
片
を
日
本
に
密
輸
し
て
日
本
官
憲
に
つ
か
ま
り
大
問
題
と
な
っ

た
こ
と
な
ど
も
聞
い
た
」
と
述
べ
て
い
る17

）。
古
海
に
よ
る
と
、

満
洲
国
」
か
ら
日
本
に
密
輸
さ
れ
た
阿
片
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
以

下
で
は
、
古
海
が
「
大
量
の
阿
片
を
日
本
に
密
輸
し
て
日
本
官
憲
に
つ
か
ま
り
大
問
題
と
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
事
件
と
そ
の
経
緯
に
つ

い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
三
）
唐
津
（
呼
子
港
）
に
密
輸
さ
れ
た
阿
片
の
ゆ
く
え

昭
和
通
商
に
勤
め
て
い
た
山
本
常
雄
は
、『
阿
片
と
大
砲
｜
陸
軍
昭
和
通
商
の
七
年18

）｜
』
に
お
い
て
、
大
量
の
阿
片
を
日
本
に
密
輸
し
て

大
問
題
と
な
っ
た
事
件
の
当
事
者
の
手
記
を
掲
載
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
海
老
沢
行
秀
の
手
記
「
終
戦
秘
話
・
満
洲
か
ら
運
ば
れ
た
阿
片
の

怪
」
で
あ
る
。
こ
の
手
記
は
、
以
下
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
新
聞
記
事
や
国
際
検
察
局
（In

tern
a
tio
n
a
l P
ro
secu

tio
n S

ec-

tio
n

）
側
の
文
書
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
信
憑
性
の
高
い
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
で
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
。

海
老
沢
に
よ
る
と
、
ソ
連
が
「
満
洲
国
」
に
侵
入
を
開
始
し
た
直
後
、
関
東
軍
、
日
本
の
厚
生
省
、

満
洲
国
」
軍
政
部
は
、
あ
る
一
つ

の
極
秘
任
務
を
画
策
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
関
東
軍
の
倉
庫
に
あ
っ
た
一
二
ト
ン
の
生
阿
片
を
日
本
に
持
ち
帰
る
と
い
う
計
画
で
あ
っ

た
。
こ
の
計
画
は
、
即
、
実
行
に
移
さ
れ
た
と
い
う
。
六
台
の
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ま
れ
た
生
阿
片
は
、
吉
林
市
に
ま
ず
運
ば
れ
、
そ
こ
か
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ら
鉄
道
で
朝
鮮
に
入
り
、
半
島
を
南
下
し
、
一
九
四
五
年
九
月
二
日
夕
刻
に
は
九
州
の
唐
津
に
到
着
し
た19

）。

こ
こ
で
海
老
沢
は
阿
片
の
陸
揚
げ
地
を
唐
津
と
し
て
い
る
が
、
よ
り
正
確
に
は
呼
子
港
で
あ
る
。
唐
津
（
呼
子
港
）
で
陸
揚
げ
す
る
際
に

は
、

県
警
の
部
長
、
地
元
警
察
署
長
も
立
ち
合
っ
た
。
阿
片
は
調
べ
て
見
る
と
八
ト
ン
に
減
っ
て
い
た20

）」
と
い
う
。
海
老
沢
に
よ
る
と
、

阿
片
の
出
荷
人
は
関
東
軍
で
、
荷
受
人
は
厚
生
省
だ
っ
た21

）」。
唐
津
（
呼
子
港
）
で
、
阿
片
密
輸
の
担
当
者
た
ち
は
東
京
の
大
本
営
や
厚
生

省
に
引
取
り
の
打
電
を
し
た
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
反
応
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

満
洲
国
」
か
ら
唐
津
（
呼
子
港
）
ま
で
の
運
送
責
任
者
は
、

関
東
軍
の
陣
野
大
尉
、
補
佐
役
の
満
洲
国
総
務
庁
経
済
部
の
岩
崎
事
務
官
ら
」
で
あ
っ
た
と
い
う22

）。

そ
の
後
、
米
軍
が
港
湾
倉
庫
を
臨
検
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ
た
た
め
、
県
警
関
係
者
も
、
貨
物
の
県
外
退
去
を
迫
っ
た
と
い
う
。

そ
こ
で
阿
片
密
輸
担
当
者
ら
は
三
〇
ト
ン
積
み
の
機
帆
船
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、
神
戸
に
向
か
っ
た
。
こ
の
頃
、
厚
生
省
か
ら
亀
山
孝
一
次

官
が
や
っ
て
き
て
、

麻
薬
関
係
に
つ
い
て
は
現
在
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
特
別
政
令
ゆ
え
に
引
き
取
り
は
不
可
能
だ
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
ど
こ
か
に
保

管
し
て
様
子
を
見
よ
う
」
と
提
言
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
陣
野
大
尉
ら
は
相
談
方
を
昭
和
通
商
の
生
み
の
親
の
一
人
で
あ
る
岩
畔
豪
雄
に
持

ち
込
ん
だ
。
海
老
沢
が
、
阿
片
の
密
輸
問
題
に
関
わ
り
を
持
っ
た
の
は
そ
の
時
か
ら
だ
と
い
う
。
当
時
海
老
沢
は
神
戸
の
昭
和
通
商
の
堀
三

也
の
事
務
所
に
い
て
、
残
務
整
理
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
阿
片
処
理
に
関
係
し
た
の
は
、
昭
和
通
商
で
は
海
老
沢
と
五
嶋
徳
二
郎
の

二
人
で
あ
っ
た
と
い
う23

）。

神
戸
に
入
港
し
た
荷
物
は
、
そ
こ
で
も
「
継
子
扱
い
」
さ
れ
た
と
い
う
。
仕
方
な
く
船
は
い
っ
た
ん
和
歌
山
（
大
崎
）
港
ま
で
運
航
さ

れ
、
近
く
に
冷
蔵
庫
設
備
を
も
っ
た
漁
港
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
。
徳
島
県
の
小
松
島
港
に
冷
蔵
庫
会
社
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
荷
物
を

黒
糖
、
黒
蜜
類
と
偽
っ
て
、
そ
の
保
管
契
約
を
結
ぶ
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
。
小
松
島
港
に
出
発
す
る
前
夜
、
船
員
の
一
人
が
和
歌
山
市

内
で
酔
い
つ
ぶ
れ
、
荷
物
の
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
そ
ば
で
耳
に
し
た
の
が
、
朝
日
新
聞
の
記
者
だ
っ
た
。
翌
日

の
新
聞
は
、
こ
の
満
洲
か
ら
の
生
阿
片
の
ス
ク
ー
プ
で
飾
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
米
軍
の
追
及
が
始
ま
っ
た
。
船
は
大
崎
港
を
出
て
、

紀
伊
水
道
を
横
切
り
、
小
松
島
港
に
向
か
っ
て
航
行
し
て
い
た
。
米
軍
は
海
と
空
か
ら
査
察
を
展
開
し
、
つ
い
に
四
国
沖
で
船
を
発
見
し

（83-３- ）351 85

阿片と日華賠償問題（熊野）



た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
仕
事
に
関
わ
っ
た
海
老
沢
た
ち
全
員
は
摘
発
さ
れ
、
皆
、
在
宅
の
ま
ま
取
調
べ
を
受
け
た24

）。
こ
の
時
の
新
聞
記
事
が

以
下
で
あ
る
。

和
歌
山
縣
大
崎
港
で
七
ト
ン
半
時
価
七
百
万
ド
ル
に
上
る
阿
片
が
総
司
令
部
犯
罪
調
査
部
お
よ
び
公
共
衛
生
福
祉
局
の
協
力
で
発
見

没
収
さ
れ
た
旨
連
合
軍
か
ら
十
四
日
発
表
さ
れ
た
、
こ
の
事
件
で
七
名
の
日
本
人
が
逮
捕
さ
れ
主
犯
は
三
共
公
司
社
長
、
戸
川
正
男

（
□
□
）
と
い
は
れ
て
ゐ
る

【
海
南
発
】

和
歌
山
縣
海
南
署
で
は
去
月
中
旬
海
南
郡
大
崎
港
で
帆
船
榮
宝
丸
か
ら
阿
片
を
発
見
、
容
疑
者
と
し
て
満
洲
新
京
の
三
共
公
司
社
員

庄
司
傳
一
（
二
九
）〔
…
〕
桑
原
良
正
（
三
一
）〔
…
〕
等
計
七
名
を
逮
捕
し
た
、
自
供
に
よ
る
と
八
月
上
旬
三
共
公
司
に
対
し
満
州
國

総
務

の
岩
崎
参
事
官
か
ら
満
洲
國
倉
庫
に
あ
る
阿
片
六
百
箱
（
一
箱
の
重
量
十
五
貫
、
時
価
総
計
七
十
二
億
円
）
を
日
本
に
向
け
至

急
輸
出
す
べ
し
と
指
令
が
あ
り
、
終
戦
の
三
日
前
、
八
月
十
二
日
鉄
道
貨
車
で
四
百
箱
を
搬
出
し
た
が
、
途
中
吉
林
附
近
で
暴
徒
の
襲

撃
を
う
け
、
貨
車
積
み
の
阿
片
は
強
奪
さ
れ
ト
ラ
ッ
ク
に
積
込
ん
だ
分
だ
け
朝
鮮
仁
川
、
唐
津
港
を
経
て
一
月
中
旬
榮
宝
丸
に
五
箱
、

幸
運
丸
一
四
五
箱
が
大
崎
港
に
入
つ
た

同
署
で
は
岩
崎
参
事
官
も
取
調
べ
て
ゐ
る
が
、
蔵
出
し
の
際
関
東
軍
も
協
力
し
た
と
調
べ
て
ゐ
る

第
一
復
員
省
談

軍
と
し
て
は
全
然
関
知
し
て
ゐ
な
い
、
ま
た
関
東
軍
と
し
て
そ
ん
な
こ
と
を
や
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
、
も
し
関

係
し
た
と
い
ふ
な
ら
ば
そ
れ
は
特
定
の
個
人
が
や
つ
た
の
だ
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い25

）」。

当
時
の
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
で
は
、
満
洲
三
共
公
司
社
員
も
容
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
て
い
る26

）。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
密
輸
事
件

に
関
す
る
地
方
裁
判
所
か
ら
司
法
省
宛
の
一
九
四
六
年
三
月
一
五
日
付
の
書
簡
が
英
文
に
翻
訳
さ
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

密
輸
の
関
係
者
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
二
月
七
日
で
あ
る
。
逮
捕
者
名
は
、E

ih
o
-M
a
ru

（
榮
宝
丸
）
の
見
張
り
人
のS

H
O
JI

 
D
en
ich
i

（
庄
司
傳
一
）、K

U
W
A
B
A
R
A
 
R
y
o
h
ei
(sic!)

（
桑
原
良
正
）、T

S
U
JIT

A
 
K
a
n
eo

で
あ
る
。
彼
ら
の
自
白
に
よ
る
と
、
一
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九
四
五
年
八
月
一
四
日
に
阿
片
一
五
〇
箱
を
新
京
か
ら
輸
送
し
、
仁
川
を
経
て
、
船
で
九
月
中
旬
に
唐
津
の
呼
子
港
に
輸
送
し
た
と
い
う
。

呼
子
港
か
ら
荷
物
を
榮
宝
丸
に
積
み
替
え
、
大
阪
や
他
の
港
を
経
由
し
て
和
歌
山
の
大
崎
港
に
輸
送
し
た
。
大
崎
港
で
は
一
四
五
箱
を
幸
運

丸
に
積
み
替
え
、
そ
の
後
徳
島
県
のO

g
a
ta

（
大
潟
）
港
へ
運
ん
だ
が
、
そ
こ
で
拿
捕
さ
れ
た
と
い
う
。
実
際
に
幸
運
丸
を
調
べ
た
と
こ

ろ
、
阿
片
は
一
四
五
箱
で
は
な
く
、
一
五
二
箱
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、

満
洲
国
」
総
務
庁
のIW

A
S
A
K
I T

a
k
ey
o
sh
i

（
岩
崎

参
事
官
）
の
ゆ
く
え
を
探
索
し
て
い
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る27

）。

一
九
四
六
年
四
月
に
は
海
老
沢
ら
関
係
者
全
員
が
拘
束
さ
れ
、
和
歌
山
の
女
囚
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
も
な
く
、
海
老
沢
た

ち
は
起
訴
さ
れ
、
公
判
に
ふ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た28

）。
海
老
沢
に
よ
る
と
、
検
察
の
言
い
分
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

一
）
貨
物
は
昭
和
二
十
年
九
月
二
日
午
後
四
時
頃
、
唐
津
に
入
港
さ
れ
た
が
、
こ
の
日
の
午
前
十
一
時
、
東
京
湾
の
ミ
ズ
リ
ー
号
上

に
お
い
て
重
光
外
相
が
降
伏
の
サ
イ
ン
に
署
名
し
た
時
刻
よ
り
五
時
間
後
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
日
本
国
が
満
洲
、
朝
鮮
の
統
治

権
を
失
っ
た
後
の
入
港
で
あ
る
以
上
、
通
常
の
国
内
貨
物
移
動
で
は
な
く
、
外
国
か
ら
の
密
輸
入
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
。

二
）
亀
山
厚
生
省
事
務
マ
マ

次
官
を
取
調
べ
た
が
、
か
か
る
阿
片
に
つ
い
て
は
厚
生
省
は
何
等
関
知
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
）
事
件
は
八
月
十
五
日
以
前
、
共
同
謀
議
に
よ
り
発
生
し
て
い
る
の
で
本
件
の
処
断
は
旧
刑
法
の
適
用
が
順
当
で
あ
る29

）」。

裁
判
の
結
果
、
ほ
と
ん
ど
全
員
に
有
罪
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
直
接
関
わ
っ
た
陣
野
大
尉
以
下
は
実
刑
、
海
老
沢
も
一
年
の
実

刑
判
決
を
受
け
服
役
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
関
係
県
知
事
は
左
遷
転
勤
、
各
県
警
部
長
や
地
元
署
長
も
待
命
ま
た
は
実
刑
と
い
う
厳
し
い
処

分
を
受
け
た
と
い
う30

）。

以
上
が
「
満
洲
国
」
か
ら
の
阿
片
の
密
輸
を
め
ぐ
る
事
件
の
顛
末
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
密
輸
さ
れ
た
阿
片
八
ト
ン
は
そ
の
後
ど
う
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
海
老
沢
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

紀
伊
水
道
で
拿
捕
さ
れ
た
船
の
荷
物
は
そ
の
後
、
和
歌
山
県
に
陸
揚
げ
さ
れ
て
、
米
軍
の
ト
ラ
ッ
ク
三
台
に
積
み
込
ま
れ
、
東
京
の

Ｇ
Ｈ
Ｑ
本
部
に
向
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ト
ラ
ッ
ク
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
東
京
に
は
到
着
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
調
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べ
て
見
る
と
、
場
所
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
箱
根
山
中
の
国
道
上
に
、
三
台
の
ト
ラ
ッ
ク
は
乗
り
捨
て
ら
れ
て
い
た
。
も

ち
ろ
ん
積
荷
も
、
つ
き
そ
い
の
米
軍
兵
士
も
運
転
手
も
消
え
て
い
た
。
一
兆
円
の
阿
片
は
忽
然
と
し
て
蒸
発
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
一
緒
に
蒸
発
し
た
人
間
が
す
な
わ
ち
一
番
得
を
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
こ
の
阿
片
は
こ
の
世
か
ら
本

当
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
行
方
が
わ
か
っ
て
い
な
い31

）」。

こ
の
「
行
方
が
わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
さ
れ
る
阿
片
八
（
七
・
五
）
ト
ン
は
、
実
は
大
日
本
製
薬
大
阪
工
場
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
日
華

賠
償
問
題
に
お
い
て
中
華
民
国
へ
の
略
奪
財
産
返
還
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
戦
中
並
び
に
終
戦
直
後
に
中
国
大
陸
か
ら
日

本
に
持
ち
込
ま
れ
た
阿
片
は
、
密
輸
さ
れ
た
関
東
軍
の
阿
片
を
含
め
て
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
辿
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で

は
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二

日
華
賠
償
問
題
の
展
開
と
阿
片

（
一
）
日
華
賠
償
問
題
の
展
開

戦
争
中
に
中
国
大
陸
か
ら
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
阿
片
は
、
中
華
民
国
に
よ
っ
て
略
奪
財
産
と
し
て
返
還
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
返
還
さ
れ
た
阿
片
は
中
間
賠
償
の
補
填
と
し
て
日
本
政
府
に
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
片
と
日
華
賠
償
問
題
と
は

密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
日
華
賠
償
問
題
の
展
開
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
こ
う
。

国
民
政
府
は
戦
後
、

中
国
駐
日
代
表
団
」
を
東
京
に
派
遣
し
た
。
こ
れ
に
事
実
上
「
中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
は
属
し
た
。
そ
も
そ
も

「
中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
は
、
極
東
委
員
会
に
よ
っ
て
一
九
四
七
年
に
組
織
さ
れ
、
賠
償
の
実
施
に
関
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
交
渉
、
戦
争

中
に
日
本
に
略
奪
さ
れ
た
物
資
の
調
査
、
そ
れ
ら
の
返
還
、
取
立
て
の
実
施
な
ど
に
従
事
し
た
。
こ
の
「
中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
首
席
代
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表
が
呉
半
農
で
あ
っ
た32

）。

一
九
四
六
年
五
月
一
三
日
に
極
東
委
員
会
は
中
間
賠
償
計
画
を
決
定
し
た
。
こ
の
計
画
に
従
っ
て
、
賠
償
用
工
場
指
定
と
そ
の
管
理
保
全

措
置
が
順
次
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
七
年
四
月
三
日
に
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
独
自
で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
対
し
て
中
間
賠
償

即
時
取
立
て
を
指
令
し
、
同
時
に
極
東
委
員
会
の
ア
メ
リ
カ
代
表
の
マ
ッ
コ
イ
（F

ra
n
k R

.
M
cC
o
y

）
を
通
じ
て
関
係
諸
国
に
以
下
を
通

告
し
た
。
ま
ず
、
賠
償
用
指
定
の
産
業
施
設
の
三
〇
％
を
特
定
の
四
戦
災
国
の
救
済
目
的
に
使
用
す
る
た
め
、
賠
償
支
払
い
の
前
渡
し
と
し

て
即
時
取
立
て
さ
せ
る
権
限
を
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
に
与
え
る
こ
と
、
次
に
割
当
比
率
は
、
中
国
一
五
％
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
五
％
、
オ
ラ
ン

ダ
（
蘭
印
用
）
五
％
、
イ
ギ
リ
ス
（
ビ
ル
マ
、
マ
ラ
イ
、
極
東
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
用
）
五
％
で
あ
る
こ
と
を
通
告
し
た
。
そ
の
際
、
中
間
賠

償
は
、
三
〇
％
前
渡
し
と
い
う
形
で
確
定
し
た
。
こ
う
し
て
一
九
四
七
年
四
月
以
降
、
賠
償
施
設
の
撤
去
は
実
施
段
階
に
入
っ
た
。
一
九
四

七
年
七
月
九
日
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
三
〇
％
取
立
て
の
配
分
開
始
を
発
表
し
た33

）。

一
九
四
八
年
一
月
七
日
に
は
、
国
民
政
府
の
代
表
は
取
引
条
件
協
定
書
に
調
印
し
、
中
華
民
国
向
け
の
賠
償
物
件
搬
出
が
本
格
的
に
開
始

し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
四
八
年
一
月
か
ら
一
九
四
九
年
九
月
に
か
け
て
、
中
華
民
国
側
は
二
二
回
船
を
出
し
、
一
二
、
五
〇
四
箱
、
三

五
、
九
一
二
・
七
六
重
量
ト
ン
、
五
七
、
一
七
一
・
六
容
積
ト
ン
の
設
備
を
日
本
か
ら
運
び
出
し
た
。
し
か
し
中
華
民
国
の
場
合
で
は
、
搬

入
さ
れ
た
日
本
の
賠
償
機
械
の
ほ
と
ん
ど
が
軍
需
産
業
の
設
備
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
中
華
民
国
の
紡
績
業
者
が
要
求
す
る
百
万
錘
紡
機
や

海
運
業
者
が
要
求
す
る
五
〇
万
ト
ン
商
船
及
び
他
の
必
要
な
工
業
設
備
は
、
撤
去
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
中
華

民
国
は
運
輸
船
を
持
た
ず
、
新
工
場
建
設
の
資
金
も
な
い
た
め
、
賠
償
機
械
は
む
し
ろ
財
政
上
の
負
担
と
な
っ
て
い
た34

）。
中
間
賠
償
三
〇
％

前
渡
し
の
実
績
と
し
て
、
一
九
五
一
年
六
月
三
〇
日
時
点
で
の
戦
災
四
カ
国
向
け
の
撤
去
機
械
の
評
価
額
は
、
表
２
が
示
す
よ
う
に
集
計
一

六
三
、
八
五
七
千
円
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
中
華
民
国
の
受
領
分
は
、
八
七
、
〇
四
三
千
円
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
国
内
及
び
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
で
対
日
賠
償
政
策
見
直

し
の
声
が
高
ま
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
日
本
経
済
が
当
時
相
当
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
、
厳
格
な
賠
償
を
課
す
の
は
、
日
本
経
済
の
自
立
を
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阻
害
し
、
ア
メ
リ
カ
の
財
政
負
担
を
次
第
に
重
く
す
る
結
果
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
判
断
か
ら

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
米
ソ
冷
戦
の
進
行
に
伴
い
日
本
経
済
の
い
ち
早
い
復
興
に
よ
る
強
固
な
反
共
防

壁
を
築
く
必
要
性
が
高
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
四
八
年
二
月
二
八
日
に
第
一
次
ス
ト

ラ
イ
ク
（C

liffo
rd S

.
S
trik

e

）
案
が
出
さ
れ
、
同
年
三
月
一
〇
日
に
は
第
二
次
ス
ト
ラ
イ
ク
案
が

発
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
四
八
年
五
月
一
八
日
に
は
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
（P

erey
 
H
.
Jo
h
n
sto
n

）

案
が
発
表
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
案
も
日
本
経
済
の
自
立
化
を
は
か
る
た
め
、
賠
償
を
緩
和
す
べ
き
と

強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
係
各
国
が
反
発
し
た
。
特
に
呉
半
農
は
、

中
国
賠
償
帰
還
代

表
団
」
首
席
代
表
の
名
の
下
で
、
い
ず
れ
の
案
も
日
本
の
経
済
武
装
解
除
と
い
う
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
」
の
対
日
賠
償
原
則
に
則
っ
て
お
ら
ず
、
賛
成
で
き
な
い
と
強
く
非
難
し
た35

）。

（
二
）
略
奪
財
産
と
し
て
の
阿
片
と
中
華
民
国

ア
メ
リ
カ
の
対
日
賠
償
政
策
緩
和
が
発
表
さ
れ
る
な
か
、
一
九
四
九
年
一
月
二
一
日
に
「
中
国
賠

償
帰
還
代
表
団
」
か
ら
略
奪
財
産
と
し
て
日
本
で
保
管
さ
れ
て
い
た
中
国
出
自
の
全
阿
片
と
そ
の
派

生
物
で
あ
る
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
返
還
要
求
が
初
め
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
こ
れ
ら
の
麻
薬
を
日
本

側
に
買
取
ら
せ
、
そ
の
売
上
金
に
よ
る
賠
償
機
械
の
修
理
及
び
予
備
部
品
の
購
入
、
す
な
わ
ち
中
間

賠
償
の
補
填
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た36

）。
そ
も
そ
も
略
奪
財
産
の
内
容
は
き
わ
め
て
多
種
多
様
に
わ

た
り
、
一
九
五
一
年
五
月
に
お
け
る
概
算
に
よ
れ
ば
返
還
種
類
五
九
種
、
そ
の
評
価
額
三
、
六
二
六

億
七
、
〇
〇
〇
万
円
に
の
ぼ
っ
た
。
略
奪
財
産
は
中
華
民
国
を
始
め
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ィ

表２ 賠償機械の撤去数量調べ（昭和26年６月30日現在)

引 取 国 梱 包 数 重 量 撤去機械評価額

中華民国 19,231個 56,648トン 87,043千円 （53.1）％

オランダ 3,654 8,838 19,244 （11.7）

フィリピン 8,306 22,901 32,315 （19.7）

イギリス 5,733 22,349 25,255 （15.4）

計 36,924 110,736 163,857 （100.0）

出典：大蔵省財政史室編『昭和財政史―終戦から講和まで―第１巻 総説

賠償・終戦処理』東洋経済新報社、1984年、317頁、表2-15より転載。
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リ
ピ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
等
に
対
し
主
と
し
て
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
〇
年
に
か
け
て
大
部
分
の
返
還
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た37

）。
こ
う
し
た

な
か
で
一
九
四
九
年
一
月
二
一
日
に
「
中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
は
、
日
本
で
保
管
さ
れ
て
い
た
中
国
出
自
の
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
返

還
と
そ
れ
ら
の
日
本
政
府
へ
の
売
却
を
要
請
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
の
専
用
口
座
と
し
て
「
中
国
オ
ー
プ
ン
勘
定
Ｒ
（C

h
in
a
 
O
p
en

 
A
cco

u
n
t R

）」
に
麻
薬
の
代
金
を
払
込
ま
せ
、
そ
れ
を
賠
償
機
械
の
修
理
費
及
び
予
備
部
品
の
購
入
費
に
充
て
る
予
定
だ
っ
た
。
し
か
も

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
経
済
科
学
局
（E

co
n
o
m
ic a

n
d S

cien
tific S

ectio
n

）
の
外
国
貿
易
課
（F

o
reig

n T
ra
d
e a

n
d C

o
m
m
erce D

iv
isio

n

）

は
、

中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
の
非
公
式
の
阿
片
売
却
要
請
を
受
け
て
、
中
間
賠
償
の
機
械
の
修
理
代
等
の
た
め
に
阿
片
の
売
却
と
そ
の

代
金
の
利
用
並
び
に
そ
の
専
用
口
座
「
中
国
オ
ー
プ
ン
勘
定
Ｒ
」
の
設
置
を
実
際
に
検
討
し
て
い
た38

）。
さ
ら
に
一
九
四
九
年
三
月
一
四
日
に

は
、

中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
首
席
代
表
の
呉
半
農
が
阿
片
の
返
還
と
そ
の
売
却
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
間
財
産
管
理
局
（C

iv
il
 
P
ro
p
erty

 
C
u
sto
d
ia
n

）
に
督
促
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た39

）。

し
か
し
、
呉
半
農
を
中
心
と
し
た
「
中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
の
阿
片
返
還
と
そ
の
売
却
の
督
促
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
は
中
間
賠

償
撤
去
中
止
を
突
如
通
告
し
た
。
一
九
四
九
年
五
月
一
三
日
に
ア
メ
リ
カ
代
表
の
マ
ッ
コ
イ
は
、
極
東
委
員
会
第
一
五
三
回
会
議
で
中
間
賠

償
撤
去
中
止
の
声
明
を
発
表
し
、
同
時
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
に
対
し
て
中
間
賠
償
撤
去
中
止
指
令
を
発
令
し
た
の

で
あ
っ
た
。

マ
ッ
コ
イ
声
明
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
以
上
の
賠
償
撤
去
は
日
本
経
済
の
安
定
と
自
立
化
と
い
う
占
領
目
的
を
阻
害
す
る
、
さ

ら
に
在
外
資
産
の
喪
失
、
中
間
賠
償
前
渡
し
に
よ
っ
て
、
日
本
は
既
に
相
当
多
額
の
賠
償
支
払
い
を
実
質
的
に
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
ア
メ

リ
カ
政
府
は
中
間
賠
償
撤
去
指
令
を
撤
回
し
、
計
画
を
停
止
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
今
後
、
中
間
指
令
権
限
に
基
づ
い
て
、
日
本

か
ら
さ
ら
に
賠
償
撤
去
を
追
加
す
る
意
図
は
な
い
こ
と
を
発
表
し
た
の
で
あ
る40

）。

こ
れ
に
対
し
て
呉
半
農
は
、

中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
首
席
代
表
の
名
義
で
、
以
下
の
内
容
の
声
明
を
発
表
し
た41

）。
①
賠
償
は
日
本
の

義
務
で
あ
る
。
こ
の
最
終
決
定
権
は
極
東
委
員
会
に
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
は
な
い
。
②
中
間
賠
償
は
賠
償
案
全
体
の
三
〇
％
に
す
ぎ

ず
、
今
に
至
っ
て
も
軍
需
産
業
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
③
今
回
の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
行
動
は
将
来
の
歴
史
家
の
評
価
に
委
ね
る
。
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さ
ら
に
一
九
四
九
年
五
月
一
八
日
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
賠
償
技
術
諮
詢
委
員
会
で
呉
半
農
は
、
突
然
の
中
間
賠
償
撤
去
中
止
に
よ
り
中
華
民
国
は

大
き
な
損
失
を
蒙
る
と
厳
重
に
抗
議
し
た42

）。
そ
れ
か
ら
二
日
後
の
二
〇
日
に
は
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
が
正
式
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
対
し
て
抗
議
を

行
っ
た43

）。
五
月
二
四
日
に
は
極
東
委
員
会
に
お
い
て
李
惟
果
中
華
民
国
代
表
は
、
日
本
賠
償
及
び
産
業
水
準
に
関
す
る
声
明
を
発
表
し
、
中

華
民
国
の
対
日
賠
償
請
求
の
正
当
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
米
国
の
決
定
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
た44

）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
一
連
の
中
華
民
国
側
の
抗
議
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
転
換
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
対

日
占
領
政
策
緩
和
に
よ
っ
て
対
日
講
和
の
早
期
実
現
を
目
指
し
た
。
賠
償
条
項
に
関
し
て
の
ア
メ
リ
カ
の
方
針
は
、
日
本
の
経
済
復
興
を
妨

げ
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
、
日
本
に
対
す
る
連
合
国
の
賠
償
請
求
を
放
棄
す
る
と
こ
ろ
ま
で
変
化
す
る
に
至
る45

）。

マ
ッ
コ
イ
声
明
」
の
直
後
の
一
九
四
九
年
五
月
一
七
日
、
二
一
、
一
四
六
・
四
一
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
阿
片
と
二
一
四
・
六
二
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム
の
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
が
国
民
政
府
に
属
す
る
こ
と
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
返
還
諮
問
委
員
会
（R

estitu
tio
n
 
A
d
v
iso
ry
 
C
o
m
m
ittee

）
に
よ
っ

て
正
式
に
承
認
さ
れ
た46

）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
上
記
の
量
の
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
中
華
民
国
へ
の
返
還
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
返

還
諮
問
委
員
会
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
上
記
の
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
は
、
大
日
本
製
薬
の
大
阪
工
場47

）、
三
共
の
品
川
工
場
、
武
田
薬
品
工

業
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
各
製
薬
会
社
で
保
管
さ
れ
て
い
た
阿
片
の
量
と
そ
の
出
自
を
記
し
た
の
が
表
３
で
あ
る
。
関
東
軍
が
「
満
洲
国
」

か
ら
密
輸
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
押
収
さ
れ
、

行
方
が
わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
さ
れ
た
阿
片
は
、
表
３
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
大
日
本
製
薬

大
阪
工
場
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
各
製
薬
会
社
で
保
管
さ
れ
て
い
た
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
う
ち
、
上
記
の
量
が
中
国
で
生

産
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
日
本
に
輸
送
さ
れ
た
こ
と
を
日
本
政
府
が
報
告
し
て
い
た
こ
と
も
返
還
諮
問
委
員
会
の
報
告
書
で
は
述
べ

ら
れ
て
い
た48

）。

日
本
の
製
薬
会
社
で
保
管
さ
れ
て
い
た
中
国
出
自
の
阿
片
は
、
そ
も
そ
も
「
有
害
な
性
質
（th

e h
a
za
rd
o
u
s n

a
tu
re

）」
を
有
す
る49

）と

し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
中
華
民
国
へ
の
返
還
を
渋
っ
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
が
中
間
賠
償
撤
去
中
止
へ
と
対
日
賠
償
政
策
を
転
換
す
る
過
程
に
お

い
て
、
略
奪
財
産
と
し
て
つ
い
に
返
還
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た50

）。
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表３ 大日本製薬、三共、武田薬品工業で保管されていた阿片とその出自

大日本製薬（大阪工場）

（１）日本産…10,336.715kgs

（２）元日本海軍所有…1,036.000kgs

（３）交易営団－ドイツ所有…3,866.400kgs

（４）満洲から密輸、1946年２月日本で押収…6,760.000kgs

（５）満洲から輸入…1,560.000kgs

（６）モンゴルから輸入…2,052.000kgs

総計…25,611.115kgs

三共（品川工場）

（１）トルコ（ないしは他の中東諸国）から輸入…4,377.883kgs.

（２）満洲から輸入…4,701.678kgs.

（３）モンゴルから輸入…736.402kgs.

（４）中国から輸入（未確定）…1,471.220kgs.

（５）日本産…4,982.172kgs.

（６）不明…792.366kgs.

総計…17,061.711kgs.〔17,061.721kgs.〕

武田薬品工業（東京日本橋支店）

（１）モンゴルから輸入…7,200.979kgs.

（２）満洲から輸入…2,388.139kgs.

（３）不明…19.282kgs.

総計…9,608.400kgs.

出典：Mr.Speer26-6989.Subject:Looted Opium located in Osaka.17September1948,

in:GHQ/SCAP,Records,Economic and Scientific Section, China, Opium, Sept.

1948-June1950,ESS(B)-06861（マイクロフィッシュ請求番号）：国立国会図書館憲

政資料室蔵より筆者作成。
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一
九
四
九
年
九
月
二
九
日
に
極
東
委
員
会
に
お
い
て
イ
ン
ド
代
表
は
、
対
日
賠
償
中
止
を
提
案
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
一
〇
月
七
日
に

は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
外
相
が
、
対
日
賠
償
放
棄
の
声
明
を
発
表
し
た51

）。
さ
ら
に
一
〇
月
一
三
日
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
講
和
条
約
案

全
五
四
条
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
第
三
一
条
は
賠
償
に
関
す
る
原
則
を
規
定
し
て
お
り
、
中
間
賠
償
を
受
領
し
た
諸
国
を
例
外
と

し
て
、
す
べ
て
賠
償
は
日
本
の
在
外
財
産
の
没
収
の
み
に
限
る
と
し
、
既
に
実
行
さ
れ
た
措
置
以
上
に
は
賠
償
を
一
切
取
立
て
な
い
方
針
が

明
示
さ
れ
た52

）。
こ
の
よ
う
に
各
国
が
対
日
賠
償
放
棄
の
声
明
を
出
し
、
講
和
条
約
案
が
公
表
さ
れ
た
翌
日
の
一
〇
月
一
四
日
に
、
今
度
は

「
中
国
駐
日
代
表
団
」
及
び
「
中
国
中
央
信
託
局
」
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学
局
の
外
国
貿
易
課
に
、
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
日
本
政
府
へ
の

売
却
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
現
在
ま
で
阿
片
の
価
格
、
支
払
い
条
件
な
ど
合
意
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
阿

片
の
現
金
に
よ
る
売
却
が
強
く
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
阿
片
の
売
却
の
申
し
出
か
ら
六
カ
月
間
が
無
駄
に
消
費
さ
れ
た
点
も
強
調
さ
れ

た53
）。

こ
の
よ
う
に
一
九
四
九
年
三
月
一
四
日
に
呉
半
農
が
阿
片
及
び
そ
の
派
生
物
の
返
還
と
そ
の
売
却
を
督
促
し
て
以
来
、
阿
片
の
売
却
を

め
ぐ
っ
て
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
合
意
が
な
さ
れ
ず
、
中
華
民
国
は
再
度
、

中
国
駐
日
代
表
団
」
及
び
「
中
国
中
央
信
託
局
」
と
の
連
名
で
、
阿
片

の
日
本
政
府
へ
の
売
却
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
及
び
「
中
国
中
央
信
託
局
」
の
強
い
要
求
を
受
け
て
、
つ
い
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
中
華
民
国
側
に
歩
み
寄
る
こ
と
に

な
る
。
一
九
四
九
年
一
二
月
一
二
日
付
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学
局
外
国
貿
易
課
は
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
と
「
中
国
中
央
信
託
局
」
に
対
し

て
中
華
民
国
側
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
努
力
を
し
て
い
る
と
伝
え
た
。
そ
の
際
、
中
華
民
国
の
交
渉
相
手
と
し
て
日
本
の
通
商
産
業
省
が
予

定
さ
れ
た54

）。
こ
う
し
て
一
九
五
〇
年
以
降
、
阿
片
買
取
の
条
件
等
を
め
ぐ
っ
て
、
ま
ず
は
通
商
産
業
省
と
経
済
科
学
局
外
国
貿
易
課
と
の
間

で
調
整
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
、
通
商
産
業
省
は
、
生
阿
片
二
一
、
一
四
六
・
四
一
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
九

〜
一
〇
％
）、
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
二
一
四
・
六
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
六
〇
％
）、
総
計
二
一
、
三
六
一
・
〇
三
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
、

モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
一
〇
％
の
生
阿
片
換
算
二
三
、
一
九
二
・
三
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
二
・
三
三
米
ド
ル
、
総
計
二
八

五
、
九
六
三
・
八
九
米
ド
ル
で
購
入
す
る
予
定
で
あ
っ
た55

）。
こ
の
条
件
の
下
、
通
商
産
業
省
は
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
と
阿
片
の
売
買
の
交
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渉
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

三

通
商
産
業
省
と
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
に
よ
る
阿
片
売
買
交
渉

（
一
）
交
渉
の
経
緯

当
初
中
華
民
国
側
は
、
日
本
側
が
想
定
し
た
価
格
の
四
倍
と
現
金
払
い
を
要
求
し
て
い
た56

）。
そ
れ
を
受
け
て
、
通
商
産
業
省
は
一
九
五
〇

年
三
月
一
八
日
付
の
書
簡
を
通
じ
て
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
に
対
し
て
以
下
の
条
件
の
提
案
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
モ
ル
ヒ
ネ
含
有

率
一
〇
％
の
生
阿
片
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
二
・
三
三
米
ド
ル
で
、
支
払
い
手
段
は
「
中
国
オ
ー
プ
ン
勘
定
Ｒ
」
へ
の
払
込
み
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た57

）。
こ
の
提
案
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
経
済
科
学
局
外
国
貿
易
課
と
調
整
し
た
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、

国

府
賠
償
委
員
会
」
は
一
九
五
〇
年
三
月
二
四
日
、
以
下
の
よ
う
な
声
明
を
発
表
し
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
諸
国
は
日
本
か
ら
引
つ
づ
き
賠
償
を
取
立
て
る
た
め
積
極
的
な
交
渉
を
行
つ
て
お
り
、
中
国
も
対

日
講
和
会
議
が
開
か
れ
る
ま
で
は
賠
償
に
つ
い
て
の
交
渉
を
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い

連
合
国
が
設
け
た
賠
償
機
構
は
ま
だ
廃
止
さ
れ

て
お
ら
ず
、
中
国
は
引
つ
づ
き
賠
償
取
立
案
を
作
成
す
る58

）」。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
中
華
民
国
は
当
時
、
阿
片
の
売
却
を
め
ぐ
っ
て
日
本
政
府
と
直
接
交
渉
を
行
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、

国
府

賠
償
委
員
会
」
の
声
明
は
、
日
華
間
の
阿
片
の
売
買
交
渉
に
お
い
て
中
華
民
国
側
の
条
件
を
渋
る
日
本
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
こ
の
時
期
、
日
本
か
ら
略
奪
財
産
と
し
て
六
八
万
米
ド
ル
の
金
塊
や
ダ
イ
ヤ
が
国
民
政
府
へ
返
還
さ
れ
て
い
た59

）。
国
民
政
府
は
台

湾
に
逃
れ
て
以
降
、
金
の
備
蓄
が
減
り
、
財
政
難
に
陥
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る60

）。

阿
片
・
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
日
本
政
府
へ
の
売
却
交
渉
の
最
中
、
中
華
民
国
の
外
交
部
は
一
九
五
〇
年
五
月
七
日
、
ア
メ
リ
カ
と
協
力
し
て
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対
日
平
和
条
約
の
早
期
締
結
を
促
進
す
る
意
図
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
い
か
な
る
提
案
を
も
考
慮
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
中
華
民
国
駐
米

大
使
の
顧
維

に
伝
え
て
い
た
。
そ
の
際
、
国
民
政
府
は
対
日
賠
償
の
全
放
棄
の
意
向
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
ア
メ
リ
カ
に
は
こ
の

意
向
を
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
と
外
交
部
は
顧
維

に
指
示
し
た
の
で
あ
っ
た61

）。

こ
の
よ
う
に
国
民
政
府
は
、
対
日
賠
償
を
全
部
放
棄
す
る
意
向
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
に
は
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
路
線
を

と
っ
て
い
た
。
こ
の
路
線
は
、
一
九
五
〇
年
一
二
月
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
対
日
賠
償
の
全
放
棄
の
中
に
は
、
中
間
賠
償
の
補

填
と
し
て
の
阿
片
の
日
本
政
府
へ
の
売
却
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
一
九
五
〇
年
五
月
一
〇
日
、
中
間
賠
償

三
〇
％
前
渡
し
最
後
の
積
荷
船
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
出
港
し
た
の
で
あ
っ
た62

）。

そ
の
二
日
後
の
五
月
一
二
日
、
通
商
産
業
省
か
ら
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
及
び
「
中
国
中
央
信
託
局
」
へ
阿
片
購
入
覚
書
が
送
付
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
一
〇
％
の
阿
片
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
、
従
来
の
提
示
額
で
あ
る
一
二
・
三
三
米
ド
ル
か
ら
一

三
・
〇
〇
米
ド
ル
で
購
入
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
が
通
知
さ
れ
た63

）。
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
〇
・
六
七
米
ド
ル
ほ
ど
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
日

本
側
が
中
華
民
国
側
に
妥
協
し
た
結
果
と
な
っ
た
。

日
本
側
が
中
華
民
国
側
に
妥
協
す
る
な
か
、
一
九
五
〇
年
六
月
六
日
に
対
日
講
和
問
題
担
当
の
ダ
レ
ス
（Jo

h
n F

o
ster D

u
lles

）
は
覚

書
を
発
表
し
、
そ
こ
に
お
い
て
明
白
に
「
無
賠
償
方
針
」
を
打
ち
出
し
た64

）。
こ
れ
を
受
け
て
六
月
八
日
に
中
華
民
国
外
交
部
は
、
顧
維

に

以
下
の
よ
う
に
政
府
の
方
針
を
伝
え
た
。

今
の
国
際
情
勢
を
考
え
、
政
府
は
連
合
諸
国
と
十
分
協
力
す
る
意
向
を
表
明
し
、
日
本
と
の
平
和
関
係
の
早
期
回
復
お
よ
び
中
共
が

わ
が
政
府
の
地
位
を
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
講
和
会
議
の
手
続
き
の
問
題
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
ア
メ
リ
カ
の
主
張
を
受

け
入
れ
る
方
針
を
決
定
し
た65

）」。

こ
の
よ
う
に
国
民
政
府
は
対
日
単
独
講
和
に
関
し
て
、
蔣
介
石
は
内
心
こ
れ
に
反
発
し
な
が
ら
も66

）、
ア
メ
リ
カ
の
主
張
を
で
き
る
だ
け
受

け
入
れ
る
方
針
を
決
定
し
た
。
こ
う
し
た
な
か
一
九
五
〇
年
六
月
一
六
日
に
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
及
び
「
中
国
中
央
信
託
局
」
か
ら
通
商
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産
業
省
宛
に
書
簡
が
送
付
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

中
国
中
央
信
託
局
は
、
本
書
簡
で
も
っ
て
、
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
一
〇
％
の
生
阿
片
一
キ

ロ
当
た
り
一
三
・
〇
〇
米
ド
ル
で
、
生
阿
片
二
一
、
一
四
六
・
四
一
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
二
一
四
・
六
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
倉
庫

渡
し
値
段
で
購
入
す
る
（
そ
の
際
の
支
払
い
は
中
国
オ
ー
プ
ン
勘
定
〞
Ｒ
〝
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
）
と
い
う
上
記
の
覚
書
を
通
じ
て
の
貴
殿

の
申
し
出
を
中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
に
代
わ
っ
て
受
け
入
れ
る67

）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
つ
い
に
中
華
民
国
側
は
日
本
側
の
条
件
を
受
け
入

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
直
後
の
六
月
二
五
日
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
七
月
に
ア
メ
リ
カ
は
「
対
日
講
和
七
原
則
」
を
発
表
し
、
そ
こ
に

お
い
て
無
賠
償
原
則
を
正
式
に
発
表
し
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
ア
メ
リ
カ
は
、
国
民
政
府
側
が
依
然
と
し
て
賠
償
に
こ
だ

わ
っ
て
お
り
、
こ
の
態
度
の
変
化
は
期
待
で
き
な
い
と
見
な
し
て
い
た68

）。
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
国
民
政
府
内
部
で
は
、
既
に
賠
償
放
棄

の
方
針
は
定
ま
っ
て
い
た
模
様
で
あ
る
が
、
一
九
五
〇
年
一
二
月
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
に
対
し
て
賠
償
放
棄
は
明
言
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

（
二
）
阿
片
売
買
契
約
成
立

一
九
五
〇
年
一
〇
月
二
日
に
通
商
産
業
省
と
「
中
国
中
央
信
託
局
」
と
の
間
で
よ
う
や
く
阿
片
の
売
買
契
約
が
成
立
し
た
。
契
約
書
は
、

粗
製
阿
片
購
入
に
関
す
る
契
約
」
と
称
さ
れ
、
全
部
で
一
〇
条
か
ら
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
売
り
手
は
「
中
国
中
央
信
託
局
」
で
あ
り
、
買

い
手
は
通
商
産
業
省
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
契
約
の
証
人
と
し
て
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
代
表
と
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
副
署
も
な
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
際
、

中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
首
席
代
表
が
「
中
国
駐
日
代
表
団
」
代
表
の
代
理
人
と
し
て
、
ま
た
連
合
国
軍
最
高
司
令

官
の
代
理
人
と
し
て
外
国
貿
易
課
長
の
ヘ
イ
ル
（R

.
W
.
H
a
le

）
が
署
名
を
行
っ
て
い
た
。
契
約
で
は
、
ヘ
イ
ル
が
署
名
し
た
日
（
同
年

一
〇
月
二
日
）
が
、
正
式
の
契
約
成
立
日
と
さ
れ
た69

）。
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一
九
五
〇
年
一
〇
月
一
四
日
に
は
、
通
商
産
業
省
か
ら

「
中
国
中
央
信
託
局
」
宛
に
購
入
し
た
阿
片
の
重
量
の
確

認
を
知
ら
せ
る
書
簡
が
送
付
さ
れ
た70

）。
そ
の
際
、
通
商
産

業
省
が
購
入
し
た
阿
片
の
重
量
の
詳
細
な
確
認
と
そ
の
成

分
の
分
析
が
厚
生
省
の
指
示
の
下
な
さ
れ
、
証
明
書
が
添

付
さ
れ
て
い
た
。
購
入
し
た
阿
片
の
重
量
と
そ
の
分
析
結

果
を
示
し
た
の
が
、
表
４
で
あ
る
。

通
商
産
業
省
が
阿
片
の
重
量
と
そ
の
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率

を
確
認
し
た
約
一
カ
月
後
、

中
国
中
央
信
託
局
」
か
ら

通
商
産
業
省
宛
に
、
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
売
買
契
約

は
す
べ
て
モ
ル
ヒ
ネ
換
算
の
ド
ル
勘
定
で
な
さ
れ
る
こ
と

を
再
確
認
す
る
書
簡
が
送
付
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
モ
ル

ヒ
ネ
に
換
算
し
て
二
、
三
一
九
・
二
五
一
キ
ロ
グ
ラ
ム

で
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
三
〇
・
〇
〇
米
ド
ル
、
総

計
三
〇
一
、
五
〇
二
・
六
三
米
ド
ル
を
「
台
湾
・
日
本

オ
ー
プ
ン
勘
定
（T

a
iw
a
n
-Ja
p
a
n O

p
en A

cco
u
n
t

）」

に
払
込
む
こ
と
が
確
認
さ
れ
た71

）。
中
華
民
国
側
と
す
れ

ば
、
後
は
日
本
の
外
国
為
替
管
理
委
員
会
か
ら
の
「
台

湾
・
日
本
オ
ー
プ
ン
勘
定
」
へ
の
払
込
み
を
待
つ
だ
け
で

表４ 購入した阿片と粗製モルヒネの量並びにその分析結果

量（kg) モルヒネ 保管場所

含有率 換算量（kg)

生阿片 2,388.140 9 214.933 武田薬品工業

生阿片 2,399.9685 8.87 212.877 武田薬品工業

生阿片 2,401.6774 10.07 241.849 武田薬品工業

生阿片 2,399.3335 8.77 210.422 武田薬品工業

生阿片 1,560.000 10.0 156.000 大日本製薬

生阿片 2,052.000 10.0 205.200 大日本製薬

生阿片 1,036.000 10.0 103.600 大日本製薬

生阿片 4,361.666 14.0 610.633 三共

生阿片 340.012 9.2 31.281 三共

生阿片 12.142 14.0 1.700 三共

生阿片 724.260 9.2 66.632 三共

生阿片 1,471.220 9.2 135.352 三共

合計 21,146.419 2,190.479

粗製モルヒネ 214.620 60.0 128.772

総計 21,361.0394 2,319.251

出典：CERTIFICATE OF WEIGHT AND ANALYSIS,Tokyo,14,

Oct.1950, in:GHQ/SCAP,Records,Economic and Scientific
 

Section,Crude Opium― China,June1950-Dec.1950,ESS (B)-

04490：国立国会図書館憲政資料室蔵より筆者作成。
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あ
っ
た
。

四

中
華
民
国
に
よ
る
対
日
賠
償
請
求
放
棄
と
国
際
麻
薬
条
約

（
一
）
対
日
賠
償
請
求
の
条
件
付
き
放
棄
の
正
式
表
明

一
九
五
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
に
ダ
レ
ス
は
、
顧
維

に
「
対
日
講
和
七
原
則
」
を
示
し
た
。
そ
の
際
、
顧
維

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

た
。

我
が
国
は
寛
大
と
協
力
の
意
味
か
ら
、
賠
償
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
軽
減
も
検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
、
我
が
政
府
と
人
民
の
莫
大

な
損
失
か
ら
言
え
ば
完
全
な
放
棄
は
し
兼
ね
る
。
我
々
は
日
本
に
過
酷
な
負
担
を
か
け
な
い
条
件
の
も
と
で
、
若
干
の
賠
償
を
求
め
た

い72
）」。

こ
の
時
期
に
至
っ
て
も
顧
維

は
ダ
レ
ス
に
対
し
て
対
日
賠
償
の
「
完
全
な
放
棄
は
し
兼
ね
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
既
に
国
民
政
府
は

賠
償
放
棄
の
方
針
を
確
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ま
だ
国
民
政
府
は
対
外
的
に
は
賠
償
放
棄
は
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九

五
〇
年
一
〇
月
二
二
日
に
は
ダ
レ
ス
は
、
対
日
講
和
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
国
民
政
府
の
代
表
と
会
談
を
行
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
一
一

月
七
日
に
顧
維

は
国
民
政
府
に
対
し
て
、

我
々
は
我
が
国
人
民
の
感
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
頑
強
に

賠
償
要
求
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
々
は
一
つ
の
声
明
を
付
け
加
え
る
べ
き
だ
。
そ
の
大
意
は
、
日
本
の
賠
償
問
題
に
つ
い
て
他

の
す
べ
て
の
国
が
賠
償
放
棄
に
同
意
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
も
し
ア
メ
リ
カ
が
何
れ
か
の
国
の
賠
償
要
求
を
支
持
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
我
々
も
こ
れ
を
前
例
と
し
て
引
用
で
き
る
」
と
提
言
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
条
件
付
き
賠
償
放
棄
案
が
国
民
政
府
側

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た73

）。
こ
う
し
て
一
九
五
〇
年
一
二
月
一
九
日
、
顧
維

は
ダ
レ
ス
と
の
会
談
に
お
い
て
、
賠
償
問
題
に
関
し
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て
他
の
す
べ
て
の
国
が
賠
償
請
求
を
放
棄
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
国
民
政
府
も
賠
償
請
求
を
放
棄
す
る
と
の
見
解
を
初
め
て
ア
メ
リ
カ
側
に

明
ら
か
に
し
た74

）。

こ
の
会
談
の
一
〇
日
後
、
一
九
五
〇
年
一
二
月
二
九
日
、
一
〇
八
、
六
四
六
、
四
七
二
・
七
二
円
が
「
台
湾
・
日
本
オ
ー
プ
ン
勘
定
」
に

払
込
ま
れ
る
べ
く
、
日
本
銀
行
か
ら
外
国
為
替
管
理
委
員
会
へ
振
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た75

）。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
一
九
五
一
年
二
月
一
四
日

に
通
商
産
業
省
通
商
振
興
局
か
ら
日
本
銀
行
宛
に
振
替
済
の
証
明
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
の
原
案
で
あ
る
。

「
昭
和
廿
六
年

月
拾
四
日

通
商
産
業
省
通
商
振
興
局

総
理
部
長

石
井
由
太
郎

印

日
本
銀
行
御
中

証
明
願

左
記
の
通
り
振
替
済
な
る
事
を
証
明
方
相
成
り
た
い

記

振
出
年
月
日

昭
和
廿
五
年
十
二
月
廿
九
日

振
替
書
番
号

三
三
九
号

振
替
先

外
国
為
替
管
理
委
員
会

振
出
科
目

貿
易
特
別
会
計

貿
易
取
引
費

外
国
為
替
年
決
済
費
外
国マ

為
替
年
決
済マ
費

金
額

一
金
壱
億
八
百
六
拾
四
萬
六
千
四
百
七
拾

圓
七
拾

銭
也

右
金
額
ハ
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
二
十
九
日

振
替
済
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
シ
マ
ス

昭
和
二
十
六
年
二
月
十
四
日

（法政研究83-３- ）100 366

論 説



日
本
銀
行

印

76
）」

以
上
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
日
本
側
は
「
貿
易
特
別
会
計
貿
易
取
引
費
外
国
為
替
年
決
済
費
」
の
名
目
で
日
本
銀
行
か
ら
外
国
為
替
管
理

委
員
会
へ
「
壱
億
八
百
六
拾
四
萬
六
千
四
百
七
拾

圓
七
拾

銭
」
を
振
替
え
、
阿
片
の
購
入
代
金
三
〇
一
、
五
〇
二
・
六
三
米
ド
ル
を
外

国
為
替
管
理
委
員
会
を
通
じ
て
「
台
湾
・
日
本
オ
ー
プ
ン
勘
定
」
に
払
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
一
九
五
一
年
一
月
二
二
日
、
顧
維

は
中
華
民
国
を
代
表
し
て
ダ
レ
ス
宛
に
正
式
に
「
対
日
講
和
七
原
則
」
へ
の
回
答
を

送
っ
た77

）。
そ
の
な
か
で
、
彼
は
「
対
日
講
和
の
早
期
締
結
促
進
の
た
め
、
中
国
政
府
は
賠
償
要
求
を
放
棄
す
る
用
意
が
あ
る
、
但
し
、
他
の

関
係
国
も
同
様
に
放
棄
す
る
の
が
条
件
で
あ
る
。
も
し
何
れ
か
の
国
が
依
然
と
し
て
対
日
賠
償
を
堅
持
す
る
な
ら
、
中
国
政
府
は
優
先
的
な

賠
償
を
要
求
は
し
な
い
が
、
当
該
国
と
同
様
な
考
慮
を
さ
れ
た
い
」
と
条
件
付
の
賠
償
放
棄
を
正
式
に
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た78

）。

こ
の
条
件
付
の
賠
償
放
棄
の
正
式
表
明
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
国
民
政
府
は
略
奪
財
産
と
し
て
の
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
返
還
と
そ

の
日
本
政
府
へ
の
売
却
と
い
う
方
法
で
、
日
本
か
ら
賠
償
金
を
事
実
上
取
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
賠
償
機
械
を
中
心
と
す
る
中
間
賠
償

の
八
千
万
円
と
は
別
に
、
阿
片
・
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
返
還
と
売
却
を
通
じ
て
、
賠
償
機
械
の
修
理
費
及
び
予
備
部
品
購
入
費
の
名
目
で
中
間

賠
償
の
補
填
と
し
て
中
華
民
国
は
約
一
億
円
を
取
得
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
約
一
億
円
は
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
全
く
公
表
さ

れ
て
お
ら
ず
、
阿
片
二
一
ト
ン
、
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
二
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
返
還
及
び
売
却
並
び
に
そ
の
過
程
も
全
く
公
表
さ
れ
て
い
な
い79

）。

と
い
う
の
も
、
阿
片
・
モ
ル
ヒ
ネ
が
「
有
害
な
性
質
」
を
有
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
仲
介
に
よ
る
阿
片
・
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
中

華
民
国
か
ら
の
日
本
の
買
取
（
輸
入
）
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
国
際
条
約
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
因
み
に
大
蔵
省
財
政

史
室
編
『
昭
和
財
政
史
』
で
は
、

返
還
略
奪
物
件
一
覧
」

一
九
五
〇
年
一
一
月
現
在
）
に
お
け
る
「
阿
片
及
モ
ル
ヒ
ネ
」
の
量
は
「
二
一

ト
ン
」
で
は
な
く
、

二
一
リ
ッ
ト
ル
」
と
容
積
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る80

）。
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（
二
）
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え
と
国
際
麻
薬
条
約

本
来
、
日
本
の
製
薬
会
社
で
保
管
さ
れ
て
い
た
中
国
出
自
の
阿
片
は
、
中
華
民
国
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
返
還
を
め
ぐ
る
合
意
に
従
う
な
ら
ば
、

略
奪
財
産
と
し
て
中
華
民
国
に
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
終
戦
直
後
に
「
満
洲
国
」

か
ら
日
本
に
密
輸
さ
れ
た
前
述
の
関
東
軍
阿
片
は
、
実
は
中
華
民
国
に
は
返
還
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
既
に
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
こ
の
関
東
軍
阿
片
は
六
、
七
六
〇
・
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
ほ
ど
が
戦
後
大
日
本
製
薬
の
大
阪
工
場
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
通
商
産
業

省
が
購
入
し
た
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
量
及
び
そ
の
分
析
結
果
を
示
し
た
表
４
に
お
け
る
大
日
本
製
薬
で
保
管
さ
れ
て
い
た
阿
片
の
そ
れ

ぞ
れ
の
出
自
は
、
大
日
本
製
薬
保
管
の
阿
片
と
そ
の
出
自
を
示
し
た
表
３
と
照
合
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

購
入
生
阿
片
（
大
日
本
製
薬
保
管
）
一
、
五
六
〇
・
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
満
洲
か
ら
輸
入
）

購
入
生
阿
片
（
大
日
本
製
薬
保
管
）
二
、
〇
五
二
・
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
輸
入
）

購
入
生
阿
片
（
大
日
本
製
薬
保
管
）
一
、
〇
三
六
・
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
元
日
本
海
軍
所
有
）

こ
の
よ
う
に
、

満
洲
か
ら
密
輸
、
一
九
四
六
年
二
月
日
本
で
押
収
」
と
い
う
出
自
で
大
日
本
製
薬
に
保
管
さ
れ
て
い
た
関
東
軍
阿
片
は
、

日
本
が
中
華
民
国
か
ら
購
入
し
た
阿
片
二
一
ト
ン
に
は
含
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
略
奪
財
産
と
し
て
返
還
さ
れ

た
阿
片
二
一
ト
ン
の
中
に
関
東
軍
阿
片
六
・
七
六
ト
ン
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
中
華
民
国
に
は
結
果
的
に
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

し
か
も
日
本
が
、
中
華
民
国
か
ら
買
取
っ
た
（
輸
入
し
た
）
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
二
一
四
・
六
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
実
は
「
麻
薬
ノ
製
造
制

限
及
分
配
取
締
ニ
関
ス
ル
条
約
」

一
九
三
一
年
七
月
一
三
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
調
印
、
一
九
三
五
年
六
月
三
日
日
本
批
准
）
第
一
二
条
第
二
項

に
抵
触
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
際
連
合
は
、
そ
も
そ
も
国
際
連
盟
の
国
際
阿
片
委
員
会
の
組
織
を
踏
襲
し
、
そ
の
権
限
を
承
継
し
て
お

り
、
国
際
阿
片
条
約
や
麻
薬
関
連
条
約
の
批
准
国
は
戦
後
も
そ
れ
ら
の
制
約
下
に
あ
っ
た81

）。
そ
の
た
め
日
本
も
戦
前
批
准
し
た
「
麻
薬
ノ
製

（法政研究83-３- ）102 368

論 説



造
制
限
及
分
配
取
締
ニ
関
ス
ル
条
約82

）」
を
始
め
と
し
た
一
連

の
条
約
に
従
っ
て
、
毎
年
麻
薬
の
国
内
予
定
消
費
量
や
製
造

予
定
量
等
を
見
積
も
り
と
し
て
国
際
連
合
の
常
設
中
央
委
員

会
（th

e P
erm

a
n
en
t C

en
tra
l B

o
a
rd

）
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
通

じ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

日
本
が
一
九
五
〇
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
公
衆
衛
生
福
祉
局
を
通

じ
て
国
際
連
合
に
提
出
し
た
一
九
五
〇
年
度
の
見
積
も
り

（
表
５
）
で
は
、
一
九
五
〇
年
に
お
け
る
モ
ル
ヒ
ネ
の
国
内

消
費
見
込
量
は
二
〇
八
・
七
八
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
モ
ル
ヒ

ネ
の
輸
出
見
込
量
は
そ
も
そ
も
報
告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
モ
ル

ヒ
ネ
の
製
造
見
込
量
は
六
五
・
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
報
告

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

麻
薬
ノ
製
造
制
限
及
分
配
取
締

ニ
関
ス
ル
条
約
」
第
一
二
条
第
二
項
に
よ
る
と
、

何
レ
カ

ノ
薬
品
ノ
何
レ
カ
ノ
国
又
ハ
領
域
ヘ
ノ
一
年
間
ニ
於
ケ
ル
輸

入
ハ
第
五
条
ニ
定
メ
ラ
ル
ル
見
積
ト
該
年
中
該
国
又
ハ
該
領

域
ヨ
リ
輸
出
セ
ラ
ル
ル
数
量
ト
ノ
合
計
ヨ
リ
該
年
中
該
国
又

ハ
該
領
ニ
於
テ
製
造
セ
ラ
ル
ル
数
量
ヲ
控
除
シ
テ
得
タ
ル
数

量
ヲ
超
過
セ
ザ
ル
ベ
シ83

）」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従

う
と
、
日
本
は
一
九
五
〇
年
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
一
四

表５ 日本におけるモルヒネの消費・生産等の1950年度見積もり

モルヒネ （キログラム）

690.991 （卸売業者貯蔵量）

277.987 （製造業者貯蔵量）

968.978 （1949年12月31日時点での貯蔵量）

208.789 （1950年における消費見込量）

760.189 （1949年12月31日時点での貯蔵量―1950年消費見込量）

65.000 （1950年における製造見込量）

825.189 （1950年における貯蔵見込量）

1.486 （1950年における精製の際の損失見込量）

823.703 （1950年12月31日時点での貯蔵見込量）

208.789 （1951年における消費見込量）

614.914 （1950年12月31日時点での貯蔵見込量―1951年消費見込量）

80.000 （1951年における製造見込量）

694.914 （1951年12月31日時点での貯蔵見込量）

出典：Statistic Form (B)L Part 1, in:From Takuro SATOMI to Chief of Narcotic
 

Control Division,Public Health and Welfare Section,GHQ,SCAP,July13,1950,

in:GHQ/SCAP, Records, Public Health and Welfare Section, Japan ― B (L)

Annual Estimates of Drugs― PCOB,B (L)Part2Stock Estimates under Headings
 

IV & V,May1946-Mar.1952,PHW-01818：国立国会図書館憲政資料室蔵より筆者

作成。
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三
・
七
八
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
（
国
内
消
費
見
込
量
＋
輸
出
見
込
量－

製
造
見
込
量＝

一
年
間
輸
入
で
き
る
量
）
し
か
輸
入
で
き
な
い
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
日
本
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
承
認
の
下
、
中
華
民
国
か
ら
条
約
上
の
制
限
を
超
え
る
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
二
一
四
・
六
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
輸

入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
中
華
民
国
か
ら
通
商
産
業
省
が
輸
入
し
た
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
一
年
度
の
見
積
も
り

に
お
い
て
は
、
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た84

）。

お

わ

り

に

以
上
本
論
で
は
、

満
洲
国
」
に
お
け
る
関
東
軍
の
阿
片
の
ゆ
く
え
を
追
い
な
が
ら
、
戦
後
阿
片
に
関
わ
っ
た
諸
ア
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち

Ｇ
Ｈ
Ｑ
、
中
華
民
国
、
日
本
の
関
係
を
実
証
的
に
検
討
し
た
。
戦
後
に
お
い
て
阿
片
と
戦
争
賠
償
、
と
り
わ
け
日
華
賠
償
問
題
と
が
密
接
に

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
戦
時
中
奉
天
に
保
管
さ
れ
て
い
た
ナ
チ
阿
片
は
、
関
東
軍
が
引
受
け
た
。
そ
の
後
、
関
東
軍
に
よ
っ
て
「
満
洲
国
」
内
の
阿
片

は
通
化
に
集
積
す
べ
く
、
新
京
に
集
め
ら
れ
た
。
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
関
東
軍
の
阿
片
の
ゆ
く
え
は
、
現
段
階
の
史
料
状
況
か
ら
、
少
な
く

と
も
二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
ず
一
つ
が
、
新
京
で
地
下
に
埋
蔵
さ
れ
た
ル
ー
ト
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
、
日
本
に

密
輸
さ
れ
た
ル
ー
ト
で
あ
る
。
本
論
で
は
唐
津
（
呼
子
港
）
へ
密
輸
さ
れ
た
阿
片
一
二
ト
ン
の
ル
ー
ト
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
ル
ー
ト

は
、
新
京
↓
吉
林
↓
朝
鮮
半
島
仁
川
↓
唐
津
（
呼
子
港
）
↓
神
戸
↓
大
阪
↓
和
歌
山
県
大
崎
港
↓
徳
島
県
小
松
島
港
（
実
際
は
徳
島
県
大
潟

港
で
拿
捕
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
阿
片
の
出
荷
人
は
関
東
軍
で
あ
り
、
荷
受
人
は
厚
生
省
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
こ
の
密
輸
に

関
わ
っ
た
ア
ク
タ
ー
は
、

満
洲
国
」
総
務
庁
、

満
洲
国
」
軍
政
部
、
満
洲
三
共
公
司
、
佐
賀
県
警
、
昭
和
通
商
で
あ
っ
た
。

こ
の
密
輸
さ
れ
た
阿
片
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
押
収
さ
れ
、
そ
の
後
「
行
方
が
わ
か
っ
て
い
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
論
で
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
阿
片
は
大
日
本
製
薬
大
阪
工
場
に
保
管
さ
れ
、
中
華
民
国
へ
の
略
奪
財
産
返
還
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
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た
。当

時
、
日
本
と
中
華
民
国
と
の
間
で
は
賠
償
問
題
が
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
日
華
間
で
は
、
中
間
賠
償
、
す
な
わ
ち
施
設
賠
償
と
し
て
賠

償
機
械
の
前
渡
し
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
中
華
民
国
は
運
輸
船
を
持
た
ず
、
新
工
場
建
設
の
資
金
も
な
い
た
め
、
賠
償
機
械
は
む
し

ろ
財
政
上
の
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
一
九
四
九
年
一
月
二
一
日
に
、
中
華
民
国
は
日
本
で
発
見
さ
れ
た
中
国
出
自
の
全
阿
片
と
粗

製
モ
ル
ヒ
ネ
を
略
奪
財
産
と
し
て
返
還
す
る
よ
う
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
要
求
し
た
。
さ
ら
に
中
華
民
国
は
、
こ
れ
ら
を
日
本
政
府
に
買
取
ら
せ
る
こ

と
で
、
中
間
賠
償
の
補
填
と
し
て
賠
償
機
械
の
修
理
費
と
予
備
部
品
の
購
入
費
に
充
て
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
中
華
民
国
側
の
阿
片
の
返
還
要
求
に
対
し
て
し
ば
ら
く
返
答
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
阿
片
が
「
有
害
な
性
質
」

を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
敢
え
て
阿
片
の
返
還
を
決
断
し
た
背
景
に
は
、
中
間
賠
償
撤
去
中
止
と

そ
れ
に
反
発
す
る
中
華
民
国
へ
の
慰
撫
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
片
返
還
後
、
ア
メ
リ
カ
は
、
今
度
は
中
華
民
国
に
対
し
て
対
日
賠
償

請
求
の
放
棄
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。

中
華
民
国
は
、
一
九
五
一
年
一
月
に
対
日
賠
償
請
求
の
条
件
付
き
放
棄
を
正
式
に
表
明
す
る
過
程
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
略
奪
財
産
と
し
て
返

還
さ
せ
た
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
を
日
本
政
府
へ
売
却
す
る
こ
と
で
、
事
実
上
日
本
か
ら
賠
償
金
を
取
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
賠
償
機

械
を
中
心
と
す
る
中
間
賠
償
の
八
千
万
円
と
は
別
に
、
阿
片
・
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
売
却
を
通
じ
て
、
中
間
賠
償
の
補
填
と
し
て
賠
償
機
械
の

修
理
費
及
び
予
備
部
品
購
入
費
の
名
目
で
、
中
華
民
国
は
賠
償
機
械
の
八
千
万
円
を
上
回
る
約
一
億
円
を
取
得
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
約
一
億
円
の
取
得
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
阿
片
二
一
ト
ン
、
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
二
一
四
・
六
二
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム
の
返
還
及
び
売
却
も
全
く
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
日
本
が
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
仲
介
で
中
華
民
国
か
ら
買
取
っ
た
（
輸
入
し
た
）
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
二
一
四
・
六
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
実
は

「
麻
薬
ノ
制
限
及
分
配
取
締
ニ
関
ス
ル
条
約
」
第
一
二
条
第
二
項
に
抵
触
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
中
華

民
国
か
ら
の
購
入
（
輸
入
）
を
国
際
連
合
に
報
告
す
る
義
務
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
管
見
の
限
り
、
報
告
は
し
て
は
い
な
い
。
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中
華
民
国
が
略
奪
財
産
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
返
還
さ
せ
、
日
本
に
買
取
ら
せ
た
阿
片
の
中
に
は
、

満
洲
国
」
か
ら
関
東
軍
と
厚
生
省
が

密
輸
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
押
収
さ
れ
、
戦
後
大
日
本
製
薬
大
阪
工
場
に
保
管
さ
れ
て
い
た
関
東
軍
阿
片
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
関
東
軍

阿
片
は
、
中
華
民
国
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
返
還
を
め
ぐ
る
合
意
に
従
う
な
ら
ば
中
国
出
自
の
阿
片
ゆ
え
に
、
略
奪
財
産
と
し
て
中
華
民
国
に
本
来

返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
中
華
民
国
に
は
返
還
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え
は
、
依
然
と
し

て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
戦
後
も
国
際
連
合
の
規
制
対
象
で
あ
っ
た
阿
片
と
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
が
、
日
華
賠
償
問
題
に
お
い
て
、
中
間
賠
償
の
補
填
と

し
て
売
買
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
麻
薬
が
戦
争
賠
償
に
お
い
て
施
設
賠
償
の
補
填
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
麻
薬
は
戦

争
遂
行
だ
け
で
な
く
、
戦
争
賠
償
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
の
対
日
賠
償
請
求
の
条
件
付
き
放
棄
の
正
式
表
明
と

中
華
民
国
に
よ
る
日
本
政
府
か
ら
の
阿
片
の
売
却
金
約
一
億
円
の
取
得
と
の
間
に
直
接
的
な
因
果
関
係
が
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

現
段
階
の
史
料
状
況
で
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

満
洲
国
」
か
ら
密
輸
さ
れ
た
関
東
軍
阿
片
の
ゆ
く
え
と
と
も

に
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

＊

本
論
の
引
用
文
中
に
お
け
る
〔

〕
と
…
は
、
そ
れ
ぞ
れ
引
用
者
の
補
足
と
中
略
で
あ
る
。
ま
た
史
料
引
用
中
の
□
は
判
読
困
難
な
箇
所
を
指
す
。
な

お
、
史
料
引
用
の
際
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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O
h
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N
o
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a
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D
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a
u
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D
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g
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D
ritten R

eich
,
K
o
ln 2015.

本
書
の
書
評
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
麻
薬
戦
争
」
が
本

書
の
特
徴
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。D

ro
b
in
sk
i,
M
a
tth
ia
s:
D
ro
g
en
k
rieg

,
in
:
S
u
d
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e Z
eitu

n
g
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N
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b
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S
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３
）

Z
it.
n
a
ch D

ro
b
in
sk
i,
D
ro
g
en
k
rieg

,
S
.3.

４
）

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
日
本
及
び
「
満
洲
国
」
に
お
け
る
麻
薬
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
歴
史
学
者
の
研
究
が
代
表
的
で
、
重
要
で
あ
る
。
内

田
知
行
・
柴
田
善
雅
編
『
日
本
の
蒙
疆
占
領

一
九
三
七

一
九
四
五
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
江
口
圭
一
編
『
資
料
日
中
戦
争
期
阿
片
政
策
｜
蒙
彊

政
権
資
料
を
中
心
に
｜
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
同
『
日
中
ア
ヘ
ン
戦
争
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
岡
部
牧
夫
・
荻
野
富
士
夫
・
吉
田
裕
編
『
中

国
侵
略
の
証
言
者
た
ち
｜
「
認
罪
」
の
記
録
を
読
む
｜
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
倉
橋
正
直
『

新
装
版

日
本
の
阿
片
戦
略
｜
隠
さ
れ
た
国
家
犯

罪
｜
』
共
栄
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
同
『
阿
片
帝
国
・
日
本
』
共
栄
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
小
林
元
裕
『
近
代
中
国
の
日
本
居
留
民
と
阿
片
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
二
年
、
朴
橿
、
許
東

訳
『
日
本
の
中
国
侵
略
と
ア
ヘ
ン
』
第
一
書
房
、
一
九
九
四
年
、
山
田
豪
一
『
満
洲
国
の
阿
片
専
売
｜
「
わ
が
満
蒙

の
特
殊
権
益
」
の
研
究
｜
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。G

o
o
ten

b
erg

,
P
a
u
l
(ed
.):
C
o
ca
in
e.
G
lo
b
a
l H

isto
ries,

L
o
n
d
o
n
:
R
o
u
tled

g
e,
1999;

Jen
n
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g
s,
Jo
h
n M

.:
T
h
e O

p
iu
m
 
E
m
p
ire.

Ja
p
a
n
ese Im

p
eria

lism
 
a
n
d D

ru
g T
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ffick

in
g in A

sia
,
1895

1945,
W
estp

o
rt:

P
ra
eg
er

 
P
u
b
lish

ers,
1997;

S
m
ith
,
N
o
rm
a
n
:
In
to
x
ica
tin
g M

a
n
ch
u
ria
.
A
lco
h
o
l,
O
p
iu
m
,
a
n
d C

u
ltu
re in C

h
in
a
’s N

o
rth
ea
st,

V
a
n
co
u
v
er:

U
B
C
 
P
ress,

2012.

そ
の
一
方
で
、
中
国
側
の
研
究
は
、
日
中
戦
争
に
お
け
る
麻
薬
の
役
割
に
つ
い
て
の
関
心
は
高
い
。
例
え
ば
、
以
下
の
研
究
を
参

照
。
曹
大
臣
・
朱
慶
葆
『
刺
刀
下
的
毒
禍
｜
日
本
侵
華
期
間
的
鴉
片
毒
化
活
動
｜
』
福
州
・
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
呂
永
華
『
偽
満
時
期
的
東

北
烟
毒
』
長
春
・
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
王
宏
斌
『
日
本
侵
華
毒
品
政
策
五
十
年
（
一
八
九
五

一
九
四
五
）』
石
家
庄
・
河
北
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
。

近
年
、
夜
間
戦
闘
機
「
月
光
」
の
元
搭
乗
員
に
よ
る
手
記
が
刊
行
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
暗
視
ホ
ル
モ
ン
」
と
し
て
覚
醒
剤
（
ド
イ
ツ
製
）
が
戦
闘
機
搭

乗
前
に
投
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
黒
島
四
朗
著
╱
渡
辺
洋
二
編
『
回
想
の
横
空
夜
戦
隊
｜
あ
る
予
備
士
官
搭
乗
員
の
Ｂ

29
邀

撃
記
｜
』
光
人
社
、
二
〇
一
二
年
。

５
）

例
外
的
に
キ
ン
グ
ズ
バ
ー
グ
は
戦
後
日
本
社
会
に
お
け
る
麻
薬
の
ま
ん
延
と
そ
の
対
策
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
て
い
る
。K

in
g
sb
erg

,
M
iria

m
:

M
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ra
l N

a
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n
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o
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,
B
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/L
o
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U
n
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a
lifo
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ia P

ress,
2014.

６
）

熊
野
直
樹
「
バ
タ
ー
・
マ
ー
ガ
リ
ン
・
満
洲
大
豆
｜
世
界
大
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
通
商
政
策
の
史
的
展
開
｜
」
熊
野
直
樹
・
柴
尾
健
一
・
山
田
良

介
・
中
島
琢
磨
・
北
村
厚
・
金
哲
『
政
治
史
へ
の
問
い
╱
政
治
史
か
ら
の
問
い
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
一
〜
一
七
二
頁
。

７
）

熊
野
直
樹
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
｜
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
ド
イ
ツ
滞
貨
の
ゆ
く
え
｜
」『
法
政
研
究
』
第
八
一
巻
第
三
号
、
二
〇
一

四
年
、
二
〇
三
〜
二
三
二
頁
。

８
）

日
華
賠
償
問
題
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
本
論
で
主
に
参
照
し
た
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
阿
片
と
賠
償
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
浅
田
正
彦
『
日
中
戦
後
賠
償
と
国
際
法
』
東
信
堂
、
二
〇
一
五
年
、
殷
燕
軍
『
中
日
戦
争
賠
償
問
題
｜
中
国
国
民

政
府
の
戦
時
・
戦
後
対
日
政
策
を
中
心
に
｜
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
六
年
、
同
『
日
中
講
和
の
研
究
｜
戦
後
日
中
関
係
の
原
点
｜
』
柏
書
房
、
二
〇
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〇
七
年
、
袁
克
勤
『
ア
メ
リ
カ
と
日
華
講
和
｜
米
・
日
・
台
関
係
の
構
図
｜
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
呉
秀
月
「
冷
戦
下
の
蔣
介
石
の
対
外
戦
略
と
日
台

関
係
（
一
九
五
〇

一
九
五
二
）」『
法
學
政
治
學
論
究

法
律
・
政
治
・
社
会
』
第
四
一
号
、
一
九
九
九
年
、
五
一
〜
八
九
頁
、
国
際
法
事
例
研
究
会
『

日

本
の
国
際
法
事
例
研
究
（
６
）

戦
後
賠
償
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
劉
波
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
｜
国
民
党
政
府
の

対
日
賠
償
問
題
処
理
を
中
心
に
｜
」『
法
と
政
治
』
第
四
六
巻
第
一
号
、
一
九
九
五
年
、
五
九
〜
一
二
三
頁
。

９
）

以
上
の
叙
述
は
、
熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
二
一
二
〜
二
一
三
頁
に
よ
る
。

10
）

熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
二
一
三
頁
。

11
）

熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
二
一
三
〜
二
一
四
頁
。

12
）

熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
二
一
四
頁
か
ら
の
再
引
用
。

13
）

熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
二
一
四
頁
か
ら
の
再
引
用
。

14
）

古
海
忠
之
『
忘
れ
得
ぬ
満
洲
国
』
経
済
往
来
社
、
一
九
七
八
年
、
一
二
七
頁
。

15
）

古
海
、
前
掲
『
忘
れ
得
ぬ
満
洲
国
』
一
二
七
頁
。

16
）

古
海
、
前
掲
『
忘
れ
得
ぬ
満
洲
国
』
一
二
九
頁
。

17
）

古
海
、
前
掲
『
忘
れ
得
ぬ
満
洲
国
』
一
三
〇
頁
。

18
）

山
本
常
雄
『
阿
片
と
大
砲
｜
陸
軍
昭
和
通
商
の
七
年
｜
』
Ｐ
Ｍ
Ｃ
出
版
、
一
九
八
五
年
。

19
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
六
頁
。

20
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
七
頁
。

21
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
七
頁
。

22
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
七
頁
。

23
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
七
〜
一
六
八
頁
。

24
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
八
〜
一
六
九
頁
。

25
）

「
阿
片
七
百
萬
弗
を
密
輸

満
洲
國
倉
庫
か
ら
和
歌
山
の
大
崎
港
へ
」『
朝
日
新
聞

東
京
版

』
一
九
四
六
年
三
月
一
五
日
（
朝
刊
）、
二
頁
（
本

論
で
は
朝
日
新
聞
社
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
使
用
、
以
下
同
じ
）。
本
事
件
に
関
す
る
新
聞
報
道
の
記
事
内
容
は
国
際
検
察
局
に
お
い
て
コ
メ
ン
ト
付
き

で
英
文
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
満
洲
三
共
公
司
社
長
と
「
満
洲
国
」
政
府
高
官
は
京
都
で
阿
片
の
密
輸
で
逮
捕
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
三

人
は
唐
津
で
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
。
参
照
、‘C

O
N
F
ID
E
N
T
IA
L JP

/F
U
K
/P
P
B
/899,

C
IV
IL C

E
N
S
O
R
S
H
IP D

E
T
A
C
H
E
M
T
,
C
IS
-G
H
Q
-

A
F
P
A
C
,
A
P
O
 
500,

13 A
p
ril 1946’,

粟
屋
憲
太
郎
・
吉
田
裕
（
編
集
・
解
説
）『
国
際
検
察
局
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
尋
問
調
書
』
第
三
八
巻
、
日
本
図
書
セ

ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
、
三
三
四
頁
。
並
び
に
参
照
、‘C

O
N
F
ID
E
N
T
IA
L
 
JP
/T
O
K
/P
P
B
/3590,

C
IV
IL
 
C
E
N
S
O
R
S
H
IP
 
D
E
T
A
C
H
-
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M
E
N
T
,
C
IS
-G
2-G

H
Q
-A
F
P
A
C
,
A
P
O
 
500,

27 A
p
ril 1946’,

同
書
、
三
五
三
頁
。

26
）

満
洲
三
共
公
司
は
、
一
九
四
〇
年
一
月
に
奉
天
で
設
立
さ
れ
、
一
九
四
五
年
八
月
に
終
戦
に
よ
り
、
八
路
軍
、
ソ
連
軍
、

重
慶
軍
」
に
接
収
さ
れ

た
。
参
照
、
三
共
六
十
年
史
刊
行
委
員
会
編
『
三
共
六
十
年
史
』
三
共
六
十
年
史
刊
行
委
員
会
、
一
九
六
〇
年
、
一
二
〇
〜
一
二
一
頁
。

27
）

‘C
O
N
F
ID
E
N
T
IA
L JP

/O
S
A
/11447,

C
IV
IL C

E
N
S
O
R
S
H
IP D

E
T
A
C
H
M
E
N
T
,
C
IS
-G
H
Q
-A
F
P
A
C
,
A
P
O 500,

15 M
a
rch 1946’,

前
掲
『
国
際
検
察
局
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）
尋
問
調
書
』
第
三
八
巻
、
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
。
な
お
、
幸
運
丸
は
大
崎
港
か
ら
小
松
島
港
を
目
指
し
た
が
、
四
国
沖

で
米
軍
に
発
見
さ
れ
、
小
松
島
港
よ
り
南
に
位
置
す
る
大
潟
港
で
拿
捕
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
新
聞
発
表
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
大
崎
港
で
榮

宝
丸
か
ら
阿
片
が
発
見
没
収
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

28
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
九
頁
。

29
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
六
九
〜
一
七
〇
頁
。

30
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
七
一
頁
。

31
）

山
本
、
前
掲
『
阿
片
と
大
砲
』
一
七
一
〜
一
七
二
頁
。

32
）

袁
、
前
掲
『
ア
メ
リ
カ
と
日
華
講
和
』
八
二
頁
、
呉
半
農
「
有
関
日
本
賠
償
帰
還
工
作
的
一
些
史
実
」
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
国
委
員
会
文
史

資
料
研
究
委
員
会
編
『
文
史
資
料
選
輯
』
第
七
二
輯
、
中
国
文
史
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
二
二
三
〜
二
二
四
頁
参
照
。

33
）

以
上
の
叙
述
は
、
劉
、
前
掲
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
」
八
〇
〜
八
一
頁
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
｜
終
戦
か
ら
講

和
ま
で
｜
第
一
巻

総
説

賠
償
・
終
戦
処
理
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
四
年
、
二
六
九
頁
に
よ
る
。

34
）

劉
、
前
掲
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
」
八
一
〜
八
二
頁
、
呉
、
前
掲
「
有
関
日
本
賠
償
帰
還
工
作
的
一
些
史
実
」
二
三
八
頁
。

35
）

以
上
の
叙
述
は
、
劉
、
前
掲
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
」
八
二
〜
八
四
頁
、
呉
、
前
掲
「
有
関
日
本
賠
償
帰
還
工
作
的
一
些
史

実
」
二
三
七
〜
二
三
八
頁
に
よ
る
。
大
蔵
省
財
政
史
室
編
、
前
掲
『
昭
和
財
政
史
』
三
五
一
〜
四
一
二
頁
も
参
照
。

36
）

C
O
P
Y
:
G
E
N
E
R
A
L
 
H
E
A
D
Q
U
A
R
T
E
R
S
 
S
U
P
R
E
M
E
 
C
O
M
M
A
N
D
E
R
 
F
O
R
 
T
H
E
 
A
L
L
IE
D
 
P
O
W
E
R
S
.
C
H
E
C
K
 
S
H
E
E
T
.

S
u
b
ject:

L
o
o
ted O

p
iu
m
,
4 M

a
rch 1949,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
R
eco

rd
s,
E
co
n
o
m
ic a

n
d S

cien
tific S

ectio
n
,
C
h
in
a
,
O
p
iu
m
,
S
ep
t.
1948

Ju
n
e 1950,

E
S
S
(B
)
06861

（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
請
求
番
号
）：
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

37
）

大
蔵
省
財
政
史
室
編
、
前
掲
『
昭
和
財
政
史
』
六
一
七
頁
。

38
）

G
E
N
E
R
A
L
 
H
E
A
D
Q
U
A
R
T
E
R
S
 
S
U
P
R
E
M
E
 
C
O
M
M
A
N
D
E
R
 
F
O
R
 
T
H
E
 
A
L
L
IE
D
 
P
O
W
E
R
S
,
E
co
n
o
m
ic a

n
d
 
S
cien

tific
 

S
ectio

n
,
F
o
reig

n T
ra
d
e a

n
d C

o
m
m
erce D

iv
isio

n
.
S
u
b
ject:

O
p
en A

cco
u
n
t T

ra
d
in
g
,
8 M

a
rch 1949,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)

06861 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

39
）

F
ro
m
 
B
a
n
n
o
n
g
 
W
u
 
to
 
C
u
sto
d
ia
n
,
C
iv
il P

ro
p
erty

 
C
u
sto
d
ia
n
,
G
H
Q
,
S
C
A
P
,
M
a
rch

 
14,

1949,
in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
R
eco

rd
s,

（83-３- ）375 109

阿片と日華賠償問題（熊野）



E
co
n
o
m
ic a

n
d S

cien
tific S

ectio
n
,
O
p
iu
m

｜C
h
in
ese,

R
estitu

ted
,
O
ffer,

M
a
r.1949

O
ct.1940,

E
S
S
(C
)
03436 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政

資
料
室
蔵
。

40
）

以
上
の
叙
述
は
、
劉
、
前
掲
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
」
八
四
〜
八
五
頁
に
よ
る
。
並
び
に
参
照
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
、
前
掲

『
昭
和
財
政
史
』
四
三
一
〜
四
三
三
頁
。

41
）

劉
、
前
掲
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
」
八
五
頁
、
呉
、
前
掲
「
有
関
日
本
賠
償
帰
還
工
作
的
一
些
史
実
」
二
三
九
頁
。

42
）

呉
、
前
掲
「
有
関
日
本
賠
償
帰
還
工
作
的
一
些
史
実
」
二
三
九
〜
二
四
〇
頁
。

43
）

呉
、
前
掲
「
有
関
日
本
賠
償
帰
還
工
作
的
一
些
史
実
」
二
四
〇
頁
。

44
）

殷
、
前
掲
『
中
日
戦
争
賠
償
問
題
』
二
一
二
頁
。

45
）

劉
、
前
掲
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
」
八
六
頁
。

46
）

G
E
N
E
R
A
L
 
H
E
A
D
Q
U
A
R
T
E
R
S
 
S
U
P
R
E
M
E
 
C
O
M
M
A
N
D
E
R
 
F
O
R
 
T
H
E
 
A
L
L
IE
D
 
P
O
W
E
R
S
,
R
E
S
T
IT
U
T
IO
N
 
A
D
V
I-

S
O
R
Y
 
C
O
M
M
IT
T
E
E
,
17 M

a
y 1949,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(C
)
03436 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

47
）

大
日
本
製
薬
は
、
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
日
に
麻
薬
を
保
管
す
る
こ
と
に
な
り
、
連
合
軍
の
Ｍ
・
Ｐ
及
び
日
本
政
府
の
武
装
警
官
多
数
が
護
衛
し
て
、

大
阪
工
場
内
の
倉
庫
に
麻
薬
を
搬
入
し
た
。
そ
れ
以
来
一
九
四
九
年
一
〇
月
ま
で
こ
の
麻
薬
倉
庫
の
警
備
の
た
め
に
、
警
察
官
が
常
駐
し
た
と
い
う
。
大

日
本
製
薬
株
式
会
社
六
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
大
日
本
製
薬
六
十
年
史
』
大
日
本
製
薬
株
式
会
社
六
十
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
五
七
年
、
一
四
四

頁
。

48
）

R
A
C
154,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(C
)
03436 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

49
）

G
E
N
E
R
A
L
 
H
E
A
D
Q
U
A
R
T
E
R
S
 
S
U
P
R
E
M
E
 
C
O
M
M
A
N
D
E
R
 
F
O
R
 
T
H
E
 
A
L
L
IE
D
 
P
O
W
E
R
S
.
C
H
E
C
K
 
S
H
E
E
T
.
S
u
b
ject:

L
o
o
ted O

p
iu
m
,
8 M

a
rch 1949,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
06861 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

50
）

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
公
衆
衛
生
福
祉
局
（P

u
b
lic H

ea
lth a

n
d W

elfa
re S

ectio
n

）
の
あ
る
麻
薬
取
締
課
長
（C

h
ief o

f N
a
rco

tic C
o
n
tro
l D
iv
isio

n

）

は
、
そ
も
そ
も
阿
片
の
中
国
へ
の
返
還
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
長
は
当
初
、
中
国
人
の
阿
片
保
有
を
許
可
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。T

R
E
A
S
U
R
Y
 
D
E
P
A
R
T
M
E
N
T
,
B
u
rea

u o
f N

a
rco

tics,
M
a
rch 17,

1950,
in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
R
eco

rd
s,
E
co
n
o
m
ic a

n
d S

cien
tific

 
S
ectio

n
,
C
h
in
a
,
O
p
iu
m
,
S
ep
t.
1948

Ju
n
e 1950,

E
S
S
(B
)
06860 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

51
）

殷
、
前
掲
『
中
日
戦
争
賠
償
問
題
』
三
七
〇
〜
三
七
一
頁
。

52
）

大
蔵
省
財
政
史
室
編
、
前
掲
『
昭
和
財
政
史
』
四
四
五
頁
。

53
）

F
ro
m
 
H
su
-ch
a
o H

o to O
ffice o

f th
e C

h
ief,

F
o
reig

n T
ra
d
e
&
C
o
m
m
erce D

iv
isio

n
,
E
S
S
,
G
H
Q
,
S
C
A
P
,
14 O

cto
b
er 1949,

in
:

G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(C
)
03436 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。
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54
）

“D
R
A
F
T
”:
G
E
N
E
R
A
L
 
H
E
A
D
Q
U
A
R
T
E
R
S
 
S
U
P
R
E
M
E
 
C
O
M
M
A
N
D
E
R
 
F
O
R
 
T
H
E
 
A
L
L
IE
D
 
P
O
W
E
R
S
,
E
co
n
o
m
ic a

n
d

 
S
cien

tific S
ectio

n
.
A
P
O
 
500,

12 D
ecem

b
er 1949,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
06861 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。
こ
の
時
期
、
中

華
民
国
に
名
目
上
返
還
さ
れ
た
阿
片
及
び
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
は
、
依
然
と
し
て
民
間
財
産
管
理
局
が
実
際
上
管
理
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。C

f.
C
H
E
C
K

 
S
H
E
E
T
.
F
ile N

o
.:
440

(3 D
ec 49)

E
S
S
/F
T
C
,
in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
06861 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

55
）

F
ro
m
 
In
tern

a
tio
n
a
l T

ra
d
e B

u
rea

u
,
M
IT
I to th

e C
h
ief o

f F
o
reig

n T
ra
d
e a

n
d C

o
m
m
erce D

iv
isio

n
,
E
S
S
,
G
H
Q
,
S
C
A
P
,
30

 
Ja
n
u
a
ry 1950,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
06861 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

56
）

F
ro
m
 
C
h
ief,

In
tern

a
tio
n
a
l T

ra
d
e
 
B
u
rea

u
,
M
in
istry

 
o
f In

tern
a
tio
n
a
l T

ra
d
e
&

In
d
u
stry

 
to
 
C
h
ief,

F
o
reig

n
 
T
ra
d
e
&

C
o
m
m
erce D

iv
isio

n
,
E
S
S
,
G
H
Q
,
S
C
A
P
,
18 M

a
rch 1950,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
06860 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

57
）

F
ro
m
 
C
h
ief,

In
tern

a
tio
n
a
l T

ra
d
e B

u
rea

u
,
M
.I.T

.I.
to C

h
in
ese M

issio
n in Ja

p
a
n
,
18 M

a
rch 1950,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)

06860 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

58
）

対
日
賠
償
の
取
立
て
」『
朝
日
新
聞

東
京
版

』
一
九
五
〇
年
三
月
二
六
日
朝
刊
、
二
頁
。

59
）

日
本
か
ら
金
塊
台
北
着
」『
朝
日
新
聞

東
京
版

』
一
九
五
〇
年
四
月
三
日
朝
刊
、
一
頁
、

略
奪
ダ
イ
ヤ
を
返
還
」『
朝
日
新
聞

東
京
版

』
一

九
五
〇
年
四
月
七
日
朝
刊
、
一
頁
。

60
）

例
え
ば
、
呂
芳
上
主
編
『
蒋ママ
中
正
先
生
年
譜
長
編
』
第
九
冊
、
臺
北
・
國
史
館
・
中
正
記
念
堂
・
中
正
文
教
基
金
會
、
二
〇
一
五
年
、
五
〇
六
〜
五
〇

七
頁
（
六
月
一
〇
日
の
項
）、
五
三
三
頁
（
八
月
四
日
の
項
）
を
参
照
。

61
）

以
上
の
叙
述
は
、
袁
、
前
掲
『
ア
メ
リ
カ
と
日
華
講
和
』
八
九
頁
に
よ
る
。
な
お
、
顧
維

の
回
想
録
で
は
、
国
民
政
府
が
こ
の
時
期
に
対
日
賠
償

の
全
放
棄
の
意
向
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
顧
維

、
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
訳
『
顧
維

回
憶
録
』
第
九
分

冊
、
北
京
・
中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
（
重
印
）、
八
〜
九
頁
。

62
）

殷
、
前
掲
『
中
日
戦
争
賠
償
問
題
』
三
七
二
頁
。

63
）

F
ro
m
 
In
tern

a
tio
n
a
l T

ra
d
e B

u
rea

u
,
M
in
istry o

f In
ern

a
tio
n
a
l T

ra
d
e a
n
d In

d
u
stry to C

h
in
ese M

issio
n in Ja

p
a
n
,12 M

a
y 1945

﹇sic!

﹈﹇1950

﹈,in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
06860 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

64
）

劉
、
前
掲
「
戦
後
日
中
関
係
に
お
け
る
戦
争
賠
償
問
題
」
八
六
頁
。

65
）

袁
、
前
掲
『
ア
メ
リ
カ
と
日
華
講
和
』
八
九
頁
か
ら
の
再
引
用
。

66
）

呂
主
編
、
前
掲
『
蒋
中
正
先
生
年
譜
長
編
』
第
九
冊
、
五
〇
四
頁
（
六
月
三
日
の
項
）、
五
〇
五
頁
（
六
月
五
日
の
項
）
を
参
照
。

67
）

C
H
IN
E
S
E
 
M
IS
S
IO
N
 
IN
 
JA
P
A
N
,
T
O
K
Y
O
,
16 Ju

n
e 1950,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
06860 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

68
）

T
h
e C

h
a
rg
e
in C

h
in
a
(S
tro
n
g
)
to th

e S
ecreta

ry o
f S

ta
te,

T
a
ip
ei,

A
u
g
u
st 4,

1950
11 a

.m
.,
in
:
F
o
reig

n R
ela
tio
n
s o

f th
e
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U
n
ited S

ta
tes 1950,

V
o
lu
m
e V

I:
E
a
st A

sia a
n
d T

h
e P

a
cific,

W
a
sh
in
g
to
n
:
U
n
ited S

ta
tes G

o
v
ern

m
en
t P
rin
tin
g O

ffice,
1976,

p
.

417.

69
）

C
O
N
T
R
A
C
T
 
F
O
R
 
T
H
E
 
P
U
R
C
H
A
S
E
 
O
F
 
C
R
U
D
E
 
O
P
IU
M
,
p
p
.1
4,
in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
R
eco

rd
s,
E
co
n
o
m
ic a

n
d S

cien
tific

 
S
ectio

n
,
C
ru
d
e O

p
iu
m

｜C
h
in
a
,
Ju
n
e 1950-D

ec.
1950,

E
S
S
(B
)
04490 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

70
）

F
ro
m
 
C
h
ief,

In
tern

a
tio
a
l T

ra
d
e B

u
rea

u
,
M
in
istry o

f In
tern

a
tio
n
a
l T

ra
d
e a
n
d In

d
u
stry to C

en
tra
l T

ru
st o

f C
h
in
a
,
T
o
k
y
o
,

14 O
ct.

1950,
in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
04490 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

71
）

F
ro
m
 
T
H
E C

E
N
T
R
A
L T

R
U
S
T
 
O
F C

H
IN
A
,
T
O
K
Y
O
 
O
F
F
IC
E to M

in
istry o

f In
tern

a
tio
n
a
l T

ra
d
e
&
In
d
u
stry

,
Ja
p
a
n
ese

 
G
o
v
ern

m
en
t,
13 N

o
v
em
b
er,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
04490 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。
も
と
も
と
「
中
国
オ
ー
プ
ン
勘
定
Ｒ
」

に
払
込
む
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
「
台
湾
・
日
本
オ
ー
プ
ン
勘
定
」
に
払
込
む
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
並
び
に
両
勘
定
の
関

係
は
不
明
で
あ
る
。

72
）

殷
、
前
掲
『
日
中
講
和
の
研
究
』
一
一
四
頁
か
ら
の
再
引
用
。

73
）

殷
、
前
掲
『
中
日
戦
争
賠
償
問
題
』
二
二
七
、
三
七
三
頁
参
照
。
引
用
箇
所
は
、
顧
、
前
掲
『
顧
維

回
憶
録
』
第
九
分
冊
、
三
三
頁
。
な
お
訳
出

の
際
、
殷
氏
の
訳
を
参
照
し
た
が
、
全
体
的
に
訳
は
改
め
て
い
る
。

74
）

M
em
o
ra
n
d
u
m
 
o
f C

o
n
v
ersa

tio
n
,
b
y th

e C
o
n
su
lta
n
t to th

e S
ecreta

ry
(D
u
lles),

D
ecem

b
er 19,

1950,
in
:
F
o
reig

n R
ela
tio
n
s o
f

 
th
e U

n
ited S

ta
tes,

1950,V
o
lu
m
e V

I,p
p
.1372

1373.

顧
、
前
掲
『
顧
維

回
憶
録
』
第
九
分
冊
、
三
九
〜
四
〇
頁
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
、
前

掲
『
昭
和
財
政
史
』
四
五
一
頁
、
呉
、
前
掲
「
冷
戦
下
の
蔣
介
石
の
対
外
戦
略
と
日
台
関
係
」
七
二
頁
を
参
照
。

75
）

F
ro
m
 
Ish
ii,
Y
o
sh
ita
ro to B

a
n
k o

f Ja
p
a
n
,
14 F

eb
ru
a
ry 1951,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B

）04490 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

蔵
。

76
）

昭
和
廿
六
年

月
拾
四
日

石
井
由
太
郎
か
ら
日
本
銀
行
宛
証
明
願
」G

H
Q
/S
C
A
P
,
E
S
S
(B
)
04490 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

な
お
、
外
国
為
替
管
理
委
員
会
が
「
台
湾
・
日
本
オ
ー
プ
ン
勘
定
」
へ
払
込
ん
だ
際
の
証
明
書
の
類
は
現
時
点
で
は
見
出
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
同
日

の
一
九
五
〇
年
一
二
月
二
九
日
に
そ
の
ま
ま
同
勘
定
へ
払
込
ま
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

77
）

対
日
講
和
七
原
則
」
は
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
二
四
日
に
ア
メ
リ
カ
国
務
省
に
よ
っ
て
正
式
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
六
番
目
の
原
則
が
請
求
権
の

放
棄
を
定
め
て
い
た
。
こ
の
七
原
則
に
つ
い
て
は
、
毎
日
新
聞
社
図
書
編
集
部
編
『
対
日
平
和
条
約
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
二
年
、
三
〇
二
〜
三
〇
四

頁
を
参
照
。
顧
維

が
ダ
レ
ス
に
正
式
回
答
を
送
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
顧
、
前
掲
『
顧
維

回
憶
録
』
第
九
分
冊
、
四
五
〜
四
七
頁
を
参
照
。

78
）

附
録
四

一
九
五
一
年
一
月
二
二
日
国
民
政
府
対
美
国
政
府
七
点
節
略
的
答
復
全
文
」
顧
、
前
掲
『
顧
維

回
憶
録
』
第
九
冊
、
六
二
七
頁
、
殷
、

前
掲
『
日
中
講
和
の
研
究
』
一
一
五
頁
。
な
お
、
引
用
文
中
の
訳
文
は
、
殷
氏
に
よ
る
が
、
一
部
改
訳
し
た
。

（法政研究83-３- ）112 378

論 説



79
）

阿
片
・
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
の
返
還
交
渉
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
演
じ
た
「
中
国
賠
償
帰
還
代
表
団
」
首
席
代
表
で
あ
る
呉
半
農
の
回
想
録
で
は
、

麻
薬
の
返
還
と
そ
の
売
却
要
求
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
呉
、
前
掲
「
有
関
日
本
賠
償
帰
還
工
作
的
一
些
史
実
」
二
一
九
〜
二
五
〇
頁
。

麻
薬
の
返
還
及
び
売
買
を
め
ぐ
る
交
渉
に
対
し
て
、
国
民
政
府
、
特
に
蔣
介
石
が
ど
の
程
度
関
わ
っ
て
い
た
か
が
今
後
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。
因
み

に
、
一
九
四
九
年
一
月
以
降
開
始
さ
れ
る
麻
薬
の
返
還
及
び
売
買
交
渉
に
関
し
て
、
蔣
介
石
の
重
要
な
関
連
文
書
が
収
録
さ
れ
た
『
事
略
稿
本
』

但
し

一
九
四
九
年
一
二
月
ま
で
）
や
『
蒋
中
正
先
生
年
譜
長
編
』
に
お
い
て
は
、
呉
半
農
の
名
前
す
ら
登
場
し
な
い
（
そ
も
そ
も
人
名
索
引
に
彼
の
名
前
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
）。『
蔣
中
正
總
統

案

事
略
稿
本
』
第
七
八
巻
〜
第
八
二
巻
（
民
國
三
七
年
一
二
月
至
民
國
三
八
年
一
二
月
）、
台
北
・
國
史
館
、
二

〇
一
三
年
、
呂
主
編
、
前
掲
『
蒋
中
正
先
生
年
譜
長
編
』
第
九
冊
参
照
。

80
）

大
蔵
省
財
政
史
室
編
、
前
掲
『
昭
和
財
政
史
』
六
一
〇
頁
、
表
八

一
〇
参
照
。

81
）

C
f.
U
N
IT
E
D
 
N
A
T
IO
N
S
/N
A
T
IO
N
S U

N
IE
S
,
R
E
F
E
R
E
N
C
E
:
606

21
1 /L

S
,
8 A

p
ril 1947,

in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
R
eco

rd
s,
P
u
b
lic

 
H
ea
lth a

n
d W

elfa
re S

ectio
n
,
In
tern

a
tio
n
a
l N

a
rco

tic P
ro
to
co
ls,
1924 /11

1950 /06,
P
H
W

01810 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

国
際
連
盟
か
ら
国
際
連
合
へ
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
篠
原
初
枝
『
国
際
連
盟
｜
世
界
平
和
へ
の
夢
と
挫
折
｜
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
六

一
〜
二
六
五
頁
を
参
照
。

82
）

本
条
約
に
お
い
て
、
麻
薬
の
製
造
や
輸
入
に
関
す
る
主
な
規
定
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
第
四
条
〔ママ
見
積
の
根
拠
た
る
需
要
及
び
準
備
在
庫
品
、
政
府
在
庫
品
の
設
定
保
有
〕
ママ

一

前
諸
条
ニ
従
ヒ
提
出
セ
ラ
ル
ル
各
見
積
ハ
其
ノ
関
ス
ル
国
又
ハ
領
域
ノ
内
部
消
費
ニ
必
要
ナ
ル
薬
品
ニ
関
ス
ル
限
リ
専
ラ
右
ノ
国
又
ハ
領
域
ノ
医

療
用
及
学
術
用
ノ
需
要
ニ
基
ク
ベ
シ

二

締
約
国
ハ
準
備
在
庫
品
ノ
外
政
府
在
庫
品
ヲ
設
定
シ
且
保
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

「
第
五
条
〔ママ
見
積
の
作
成
基
準
・
提
出
時
期
及
び
監
督
機
関
〕
ママ

一

本
条
約
第
二
条
乃
至
第
四
条
ニ
規
定
セ
ラ
ル
ル
各
見
積
ハ
常
設
中
央
委
員
会
ニ
依
リ
随
時
定
メ
ラ
レ
且
同
委
員
会
ニ
依
リ
国
際
連
合
ノ
一
切
ノ
加

盟
国
及
第
二
十
八
条
ニ
掲
グ
ル
非
加
盟
国
ニ
通
知
セ
ラ
ル
ル
様
式
ニ
従
フ
ベ
シ

二

各
見
積
ニ
ハ
塩
類
ノ
製
剤
ノ
形
態
ノ
モ
ノ
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
各
薬
品
ニ
関
シ
左
記
ヲ
示
ス
ベ
シ

（
イ
）
医
療
用
及
学
術
用
ノ
為
其
レ
自
体
ト
シ
テ
ノ
使
用
ニ
必
要
ナ
ル
数
量
（
内
部
消
費
ノ
為
ノ
モ
ノ
タ
ル
ト
輸
出
ノ
モ
ノ
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
輸
出
ス

ル
ニ
輸
出
許
可
ヲ
要
セ
ザ
ル
製
剤
ノ
製
造
ニ
必
要
ナ
ル
数
量
ヲ
含
ム
）

（
ロ
）
内
部
消
費
ノ
為
ノ
モ
ノ
タ
ル
ト
輸
出
ノ
為
ノ
モ
ノ
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ズ
転
換
用
ニ
必
要
ナ
ル
数
量

（
ハ
）
保
有
セ
ン
ト
欲
ス
ル
準
備
在
庫
品
ノ
数
量

（
ニ
）
第
四
条
ニ
規
定
セ
ラ
ル
ル
政
府
在
庫
品
ノ
設
定
及
保
有
ニ
必
要
ナ
ル
数
量
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各
国
又
ハ
各
領
域
ニ
付
テ
ノ
見
積
ノ
数
量
ハ
本
号
（
イ
）
及
（
ロ
）
ニ
掲
ゲ
ラ
ル
ル
数
量
ノ
合
計
ニ
準
備
在
庫
品
ヲ
希
望
ノ
平
準
ニ
達
セ
シ
ム
ル
ニ

必
要
ナ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
数
量
ヲ
加
算
シ
又
ハ
右
合
計
ヨ
リ
此
等
在
庫
品
ガ
右
平
準
ヲ
超
過
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
数
量
ヲ
控
除
シ
タ
ル
モ
ノ
ヨ
リ
成

ル
ベ
シ
但
シ
此
等
ノ
加
算
又
ハ
控
除
ハ
関
係
締
約
国
ガ
常
設
中
央
委
員
会
ニ
必
要
ナ
ル
見
積
ヲ
適
当
ノ
期
間
内
ニ
送
付
セ
ル
ニ
非
ザ
ル
限
リ
考
慮
セ

ラ
レ
ザ
ル
ベ
シ

三

〔
…
〕
」

第
十
二
条
〔ママ
輸
入
及
び
輸
出
の
制
限
〕
ママ

一

何
レ
カ
ノ
薬
品
ノ
締
約
国
ノ
領
域
ヘ
ノ
輸
入
又
ハ
該
領
域
ヨ
リ
ノ
輸
出
ハ
本
条
約
ノ
規
定
ニ
従
フ
ニ
非
ザ
レ
バ
行
ハ
レ
ザ
ル
ベ
シ

二

何
レ
カ
ノ
薬
品
ノ
何
レ
カ
ノ
国
又
ハ
領
域
ヘ
ノ
一
年
間
ニ
於
ケ
ル
輸
入
ハ
第
五
条
ニ
定
メ
ラ
ル
ル
見
積
ト
該
年
中
該
国
又
ハ
該
領
域
ヨ
リ
輸
出
セ

ラ
ル
ル
数
量
ト
ノ
合
計
ヨ
リ
該
年
中
該
国
又
ハ
該
領
ニ
於
テ
製
造
セ
ラ
ル
ル
数
量
ヲ
控
除
シ
テ
得
タ
ル
数
量
ヲ
超
過
セ
ザ
ル
ベ
シ
」

麻
薬
ノ
製
造

制
限
及
分
配
取
締
ニ
関
ス
ル
条
約
（
昭
和
十
年
六
月
十
二
日
条
約
第
四
号
）」『
阿
片
・
麻
薬
に
関
す
る
国
際
条
約
集

綴
』

謄
写
版
、
九
州
大
学
文

系
合
同
図
書
室
蔵
）
所
収
。
な
お
、
条
文
中
の
「
第
」
の
略
字
は
正
字
に
改
め
た
。

83
）

前
掲
「
麻
薬
ノ
製
造
制
限
及
分
配
取
締
ニ
関
ス
ル
条
約
」
所
収
。

84
）

R
em
a
rk
s
:
S
ta
tistica

l F
o
rm
 
B
(L
).
P
a
rt 2.

1951,
in
:
G
H
Q
/S
C
A
P
,
P
H
W

01818 ：

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

＊
本
論
は
、
平
成
二
六
〜
二
八
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
海
外
学
術
調
査
・
分
担
）
課
題
番
号
（
二
六
三
〇
一
〇
一

七
）
及
び
平
成
二
八
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
挑
戦
的
萌
芽
研
究
・
代
表
）
課
題
番
号
（
一
六
Ｋ
一
三
三
三
八
）
の
交
付
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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